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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」は１株当たり中間純損失を計上している場合には記載し

ておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 127,791 165,662 177,379 274,666 333,683

経常利益 (百万円) 35,040 43,187 32,975 71,149 80,157

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) 20,683 △5,898 12,228 42,219 14,821

純資産額 (百万円) 326,748 375,210 406,809 360,717 399,828

総資産額 (百万円) 1,632,595 2,144,713 2,387,497 2,062,735 2,299,607

１株当たり純資産額 (円) 1,843.53 1,973.62 2,098.52 2,014.20 2,077.69

１株当たり 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(円) 117.63 △32.90 68.02 237.29 82.79

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 116.39 ― 65.99 220.65 80.31

自己資本比率 (％) 20.01 16.51 15.81 17.49 16.23

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,752 44,169 △21,002 △99,342 11,990

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △64,339 △44,143 △60,950 △118,806 △82,800

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 93,683 △10,484 79,172 229,875 66,834

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 46,927 55,912 61,978 66,314 62,397

従業員数 (名)
2,363
(5,151)

2,601
(4,742)

3,648
(3,480)

2,546
(4,720)

2,631
(4,480)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員数であります。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」は１株当たり中間純損失を計上している場合には記載し

ておりません。 

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 100,094 131,808 140,875 216,453 270,275

経常利益 (百万円) 24,933 29,377 20,728 50,762 56,632

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) 14,689 △6,295 12,758 27,131 10,221

資本金 (百万円) 72,254 75,005 75,640 74,458 75,230

発行済株式総数 (株) 178,922,325 181,133,325 181,609,225 180,716,625 181,312,925

純資産額 (百万円) 317,744 334,701 354,871 341,423 349,754

総資産額 (百万円) 1,384,095 1,837,447 2,026,948 1,761,666 1,962,996

１株当たり純資産額 (円) 1,790.66 1,863.35 1,970.44 1,904.13 1,945.22

１株当たり 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(円) 83.44 △35.07 70.89 152.21 57.03

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 82.56 ― 70.82 150.43 56.71

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 26.00 28.00

自己資本比率 (％) 22.96 18.22 17.51 19.38 17.82

従業員数 (名)
1,484
(3,270)

1,696
(3,366)

2,628
(1,891)

1,680
(3,290)

1,629
(3,082)



２ 【事業の内容】 

当社を含む関係会社（以下「当関係会社グループ」という）は、クレジットサービス、ファイナンス、

不動産関連、エンタテインメント等を主な事業の内容として、各社が各々の顧客と直結した事業活動を展

開しております。 

当関係会社グループの事業の種類別セグメントとその概要及び当関係会社グループ各社との主な関連

は、次のとおりであります。 

なお、当関係会社グループの事業の種類別セグメントは、当中間連結会計期間より「クレジットサービ

ス事業」、「ファイナンス事業」、「不動産関連事業」、「エンタテインメント事業」及び「その他の事

業」とすることに変更いたしました。 

  

クレジットサービス事業…クレジットカード事業及びサービサー（債権回収）事業等を行っており  

             ます。 

   ＜主な関係会社＞  ジェーピーエヌ債権回収㈱、㈱ローソン・シーエス・カード 

              出光クレジット㈱、ユーシーカード㈱、りそなカード㈱ 

             静銀セゾンカード㈱、大和ハウスフィナンシャル㈱ 

             髙島屋クレジット㈱ 

ファイナンス事業…………信用保証事業、各種ローン事業及びリース事業等を行っております。 

      ＜主な関係会社＞  ㈱セゾンファンデックス 

不動産関連事業……………不動産流動化事業、サービサー事業、不動産ファンド事業、不動産融資 

                          保証事業及び不動産賃貸事業等を行っております。 

      ＜主な関係会社＞  ㈱アトリウム、㈱アトリウム債権回収サービス 

                        ㈱ハウスプランニング、㈱ウラクアオヤマ、㈱エー・アイ・シー 

                        ㈲エー・アール・ホテルズ銀座を営業者とする匿名組合 

エンタテインメント事業…アミューズメント業等を行っております。 

      ＜主な関係会社＞  ㈱ヴィーヴル、㈱エイ・アンド・エイ 

その他の事業………………保険代理店業、情報処理サービス業及び損害保険業等を行っております。 

＜主な関係会社＞  ㈱セゾン情報システムズ、セゾン自動車火災保険㈱ 

  
（参考） 
当中間連結会計期間より㈲エー・アール・ホテルズ銀座を営業者とする匿名組合が新たに連結子会社 

となっております。 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  
  

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員数であります。 

３ 前連結会計年度末に比べ従業員数が1,017名増加しておりますが、この主な要因は、当中間連結会計期間 

において専門職社員制度を導入したことに伴い、従来、臨時従業員に含めておりました契約社員の一部が 

専門職社員に雇用形態を変更したためであります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員数であります。 

３ 前事業年度末に比べ従業員数が999名増加しておりますが、この主な要因は、当中間会計期間において 

専門職社員制度を導入したことに伴い、従来、臨時従業員に含めておりました契約社員の一部が専門職 

社員に雇用形態を変更したためであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

組合の活動については特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

クレジットサービス事業 2,380 (2,625)

ファイナンス事業 176 ( 123)

不動産関連事業 366 (  167)

エンタテインメント事業 504 ( 489)

その他の事業 20 (   27)

全社(共通) 202 (   49)

合計 3,648 (3,480)

従業員数(名) 2,628 (1,891)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題の深刻化が金融

市場での不透明感を強めており、実態経済への波及など今後の動向について引き続き注視する必要がある

一方で、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加、雇用情勢や個人消費の伸張等により、緩やかな景

気の回復が継続しております。しかしながら、当社が属するノンバンク業界は、メガバンク主導による業

界再編の活発化とそれに伴う競争の激化、平成18年12月に公布された貸金業法の改正が及ぼす影響等によ

り、引き続き厳しい経営環境で推移しております。 

 このような状況において、当中間連結会計期間の業績は次のとおりです。 

  

 
  

営業収益は1,773億79百万円（前年同期比7.1％増）となりました。主力の「クレジットサービス事業」

では、ショッピング取扱高の拡大に伴いショッピング収益が増加したものの、貸金業法改正の全面施行に

先立ち、当社が新規利用分残高と既存残高とを区別せず、キャッシング金利を引下げたことによりキャッ

シング収益は減少いたしました。なお、《セゾン》ブランドについては、平成19年７月17日残高より、Ｕ

Ｃブランドについては、同年６月11日取扱分より貸出金利を実質年率18.0％以下に改定しております。一

方、不動産融資事業の取扱いが順調に伸張した「ファイナンス事業」、及び㈱アトリウムを中核としたグ

ループ企業の業績が好調に推移した「不動産関連事業」で収益が拡大いたしました。 

営業利益は321億32百万円（前年同期比19.4％減）、経常利益は329億75百万円（前年同期比23.6％減）

となりました。なお、販売費及び一般管理費は1,346億95百万円（前年同期比13.8％増）となっておりま

す。主な要因は、クレジットカード債権を中心に弁護士等による第三者介入債権及び利息返還請求等の増

加により当中間連結会計期間の貸倒コストが401億35百万円（前年同期比53.4％増）となったことによる

ものです。また、ファイナンス事業及び不動産関連事業の拡大による営業資産の増加に伴い、有利子負債

が増加したことから金融費用が105億51百万円（前年同期比41.1％増）となりました。 

中間純利益は122億28百万円となりました。営業ネットワークの再構築を決定したことに伴い、事業構

造改革損失として特別損失24億40百万円を計上いたしました。 

 以上の結果、１株当たり中間純利益は68円2銭となりました。 

  

(百万円) (円)

営業収益 営業利益 経常利益
中間純利益又は 

中間純損失(△)

１株当たり 

中間純利益又は 

中間純損失(△)

当中間連結会計期間 177,379 32,132 32,975 12,228 68.02

前中間連結会計期間 165,662 39,867 43,187 △5,898 △32.90

伸び率 7.1％ △19.4％ △23.6％ ― ―



当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。なお、本年新たに中期

経営計画を策定したことに伴い、事業構造の見直しを行い、事業活動をより的確に表示するため、当中間

連結会計期間より当関係会社グループの事業の種類別セグメントを「クレジットサービス事業」、「ファ

イナンス事業」、「不動産関連事業」、「エンタテインメント事業」、「その他の事業」とすることに変

更いたしました。以下の記述に関しては、変更後の事業区分に基づいております。 

(百万円) 

 
(注) 各セグメントの営業収益及び営業利益は、内部営業収益等控除前の数値を記載しております。 

  

＜クレジットサービス事業＞ 

クレジットカード事業、サービサー（債権回収）事業等から構成されております。クレジットカード

業界においては、携帯電話料金・公共料金など継続的決済の増加やＥＴＣ・医療分野等への利用範囲の

拡大に加え、モバイルクレジットの普及などにより、市場規模は拡大を続けております。一方、貸金業

法改正の影響から、各社とも依然として厳しい経営環境が続くものと予想されます。このような環境の

もと、当社は高稼働カードに重点をおいた獲得や営業ネットワークの再構築に注力しつつ、カード業界

におけるリーディングカンパニーとしての地位を強固にすべく、様々な戦略的大型提携の推進、及びク

レジットサービスの開発、拡充を進めてまいりました。この結果、当中間連結会計期間における営業収

益は1,303億41百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は179億48百万円（前年同期比31.0％減）となっ

ております。当セグメントにおける主な事業の業況は次のとおりです。 

  

① クレジットカード事業 

当中間連結会計期間の新規カード会員数は146万人、当中間連結会計期間末のカード会員数は2,563万人

（前期末比2.9％増）となりました。 

また、ショッピング取扱高は1兆8,202億円（前年同期比10.4％増）、カードの年間稼動会員数は1,285

万人（前期末比2.9％増）となりました。一方、ショッピングのリボルビング残高は2,505億円（前期末比

4.6％増）となりました。また、カードキャッシング残高は6,754億円（前期末比2.2％増）となりました

が、そのうち300億円を流動化しているため、その残高は6,466億円となりました。 

  

営業収益 営業利益又は営業損失（△）

前中間連結 

会計期間

当中間連結 

会計期間
伸び率

前中間連結 

会計期間

当中間連結 

会計期間
伸び率

クレジットサービス 125,605 130,341 3.8％ 25,997 17,948 △31.0％

ファイナンス 17,268 22,051 27.7％ 5,799 4,859 △16.2％

不動産関連 15,112 20,735 37.2％ 9,191 13,774 49.9％

エンタテインメント 9,400 7,337 △21.9％ 1,324 △2,009 ―

その他 631 819 29.8％ 292 452 54.8％

計 168,019 181,286 7.9％ 42,605 35,025 △17.8％

消去又は全社 (2,357) (3,906) ― (2,737) (2,893) ―

連結 165,662 177,379 7.1％ 39,867 32,132 △19.4％



当中間連結会計期間の主なトピックスは以下のとおりです。 

  

a．提携ネットワークの拡大とカード会員の獲得 

当中間連結会計期間において、港北ニュータウンに開業した国内 大規模の複合商業施設「Ｎｏｒｔ

ｈｐｏｒｔＭａｌｌ（ノースポート・モール）」の顧客向けカード「Ｎｏｒｔｈｐｏｒｔカード《セゾ

ン》」や、自動車リース大手のＧＥフリートサービス㈱と提携した企業向けＥＴＣカード「ＧＥ ＥＴ

Ｃ Ｍａｎａｇｅｒ カード ＵＣ」、南九州地区を中心に百貨店などを展開する㈱山形屋の顧客向けカ

ード「ヤマカタヤカード」、㈱ミキシングが経営する千葉県印西市に開業した大規模複合商業施設「Ｂ

ＩＧ ＨＯＰ ガーデンモール印西」の顧客向けカード「ＢＩＧ ＨＯＰ カード」等の提携カードを発行

いたしました。また、平成18年10月に㈱静岡銀行との共同出資により設立した静銀セゾンカード㈱で

「ＡＬＬ－Ｓ カード」、同年11月に大和ハウス工業㈱との共同出資により設立した大和ハウスフィナ

ンシャル㈱で「ダイワセゾンカード」の募集をそれぞれ開始いたしました。 

また、中四国地方 大の金融グループである㈱山口フィナンシャルグループとの共同出資によるマー

ケティング会社「ワイエムセゾン㈱」を設立し、リテールファイナンス事業分野における事業提携を進

めるなど、全国の地域金融機関及び地域大型小売企業との連携を基本スキームに、当該地域に密着した

エリア 強カードを創造するための戦略的提携を推進いたしました。 

 さらに、(社)日本女子プロゴルフ協会が創設するＬＰＧＡオフィシャルファンクラブ会員証を兼ねた

「ＬＰＧＡ ＣＬＵＢ カード」の発行を決定いたしました。 

  

b．少額決済市場への取り組み 

急速に普及しているモバイルクレジットに関しては、お客様のニーズに合わせたサービスの実現に努

め、「ＱＵＩＣＰａｙＴＭ(クイックペイ)」や㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモのケータイクレジット「ｉ

ＤＴＭ」機能を搭載したクレジットカードを発行しております。 

また、電子マネーによる少額決済市場にも積極的に取り組んでおり、「プリンスカード」や「Ｔｏｋｙ

ｏ Ｍｅｔｒｏ Ｔｏ Ｍｅ ＣＡＲＤ」等でのＰＡＳＭＯオートチャージサービスの提供に加え、近

畿日本鉄道改札でのＰｉＴａＰａ対応のクレジットカード「ＫＩＰＳ ＰｉＴａＰａカード」を発行し

ております。 

  

c．組織体制の強化と営業ネットワークの再構築 

ユーシーカード㈱（ＵＣ会員事業会社）合併後の《セゾン》カード・ＵＣカード統合効果の 大化を

図るため、平成18年９月にはＵＣ本部及びクレジット本部の機能を統合いたしました。また、平成19年

9月には組織全般のスリム化とカードビジネスの再構築を目的とし、営業本部及びリテール金融本部の

機能をカード本部に統合いたしました。これにより、事業資産の効率的な活用とカードビジネスの再構

築に向けた機動的な組織運用を推進してまいります。 

 また、全国12支店と174ヶ所のサービスカウンターを核とした営業ネットワークは当社の 大の強み

でありますが、更なる収益の効率性を追求すべく営業ネットワークの再構築に着手いたしました。新規

カードの募集から各種サービスの提供まで、それぞれ収益面・効率面を充分考慮したカウンター運営を

目指しております。さらにはインターネットの普及と利用環境の改善が進んだ状況を受け、ＷＥＢ支店

を設置するとともにＷｅｂサイトを有効活用したカード獲得にも積極的に取り組んでおります。 

  

d．債権リスク 

債権リスクにつきましては、自己破産の発生件数が沈静化傾向にあるものの、弁護士等による第三者

介入債権及び利息返還請求が増加傾向にあります。当社としては、初期与信及び途上与信を引き続き強

化し債権の良質化に注力すると同時に、お客様毎の適正な利用枠の付与に努め収益とリスクのバランス

を保った与信管理を徹底しております。 



 

  e．新たな展開及び今後の取り組み 

ネットショッピング市場が拡大する中、当中間連結会計期間末のＮｅｔアンサー会員は131万人（前

期末比29.0％増）となりました。当社独自の永久不滅ポイントを活用した新たなサービスとして、Ｎｅ

ｔアンサー会員を対象としたオンラインショッピングモール「永久不滅.ｃｏｍ 」は、平成18年10月の

開始以来、順調に取扱いを伸ばしております。 

 また、主に団塊ジュニアや女性の資産形成ニーズに応えるため、当社100％出資のセゾン投信㈱を設

立し、平成19年３月より営業を開始しております。「長期の資産形成サービスの提供」を基本理念とし

て営業開始約４ヶ月で、全国各地から１万人のお客様に口座を開設いただき、約６ヶ月で運用資産総額

100億円を突破いたしました。なお、販売する商品においては、日本における長期投資のパイオニアで

あるさわかみ投信㈱及び世界 大級の投信会社であるザ・バンガード・グループの商品を組み込んだ、

オリジナル投資信託商品を販売しております。 

 今後の取り組みについては、㈱みずほ銀行及びユーシーカード㈱と平成19年１月30日に締結した基本

合意書に基づき、平成19年５月17日開催の取締役会において、クレジットカード事業における共同プロ

セシング会社の設立を含む新しいビジネスモデルの構築に向け、「統合・再編成」を行うことを目的と

した業務再編契約を締結することを決議いたしました。当社とユーシーカード㈱が各々保有するクレジ

ットカードに関するプロセシング事業を分割し、新たに設立する共同プロセシング会社「㈱キュービタ

ス」に統合いたします。なお、分割後の当社は、会員事業を中心とした規模拡大を推進してまいりま

す。 
  
② サービサー（債権回収）事業 

サービサー業界においては依然として新規参入が続いており、公共改革サービス法に基づく市場化テス

トの分野においても、テレマーケティング業界等の他業種からの参入もあり、一段と競争が激化しており

ます。 

このような環境のもと、「小口・無担保」債権の業務代行事業に主眼をおき、カード会社及び金融機関

に加えて、新たに官公庁や公共料金収受等の新規分野における営業展開を推進し好調な売上を維持しまし

た。この結果、新たに８社との契約を締結し、そのうち戦略的に営業強化を図っている官公庁につきまし

ては、３先の契約の締結にいたりました。 

また、適正なコスト管理及び総合的な債権回収力を強化することで、回収額の増加及び利益率の向上を

達成し、より生産性の高い業務運営を実現いたしました。 

  



(A) 取扱高 
  

 
(注) １ 上記の部門別取扱高の区分のうち、「カードキャッシング」は融資取扱高であります。また、個別中間財

務諸表においては、「カードショッピング」は「総合あっせん」に、また「プロセシング・他社カード代

行」は「業務代行」にそれぞれ表示しております。 

２ 上記の部門別取扱高の内容及び範囲、主な手数料等の状況は次のとおりであります。 

 
  

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

カードショッピング 1,649,225 1,820,234

カードキャッシング 467,013 446,112

プロセシング・他社カード代行 377,419 571,559

その他（個品あっせん） 2,594 2,544

クレジットサービス事業計 2,496,253 2,840,451

カードショッピング 取扱高は、当社が発行するクレジットカードによるカード会員のショッピング利

用額であります。カードショッピングにより得られる主な手数料〔主要な料率〕

は、カード会員がリボルビング払い等を利用した場合の会員(顧客)手数料〔クレ

ジット対象額に対して実質年率9.6％～15.0％〕、カード加盟店より得られる加

盟店手数料〔クレジット対象額の2.0％〕であります。

カードキャッシング 取扱高は、当社及び連結子会社が発行するクレジットカード又はローン専用カー

ドによるカード会員のキャッシング利用額であります。カードキャッシングによ

り得られる主な手数料〔主要な料率〕は、利息〔融資額に対して実質年率8.0％

～18.0％〕であります。

プロセシング・他社

カード代行
取扱高は、当社がプロセシング業務を受託している会社との提携カードによるシ

ョッピング利用額及び、当社ＣＤ機と利用提携している他社カードのカード会員

のキャッシング利用額であります。手数料については提携会社より得られる代行

手数料等であります。

個品あっせん 顧客が、クレジットカードを利用しないで商品購入する際に顧客と個別に割賦契

約を結ぶショッピングクレジットであります。取扱高は、残債方式についてはク

レジット対象額であり、アドオン方式についてはクレジット対象額に顧客手数料

を加算した金額であります。個品あっせんにより得られる主な手数料〔主要な料

率〕は、顧客が利用した場合の顧客手数料〔残債方式・・クレジット対象額に対

して実質年率13.2％～14.4％、アドオン方式・・クレジット対象額に対して実質

年率5.5％～15.2％〕、個品加盟店より得られる加盟店手数料〔クレジット対象

額の1.5％～4.5％〕であります。



(B) 営業収益 

  

 
(注) 金融収益については、債権流動化に伴い、対象債権を信託受益権としたことで、この受益権から得られる収

益等が含まれております。 

  

(C) 会員数及び利用者数 

  

 
(注) １ クレジットカード発行枚数は自社カードと提携カードの発行枚数の合計であります。 

２ 利用者数は主として平成18年９月及び平成19年９月における顧客に対する請求件数であります。 

  

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

カードショッピング 47,789 53,412

カードキャッシング 62,454 59,863

プロセシング・他社カード代行 5,763 7,131

業務代行 1,455 1,745

その他（個品あっせん他） 2,471 3,291

金融収益 5,446 4,598

セグメント間の内部営業収益又は振替高 224 297

クレジットサービス事業計 125,605 130,341

区分
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

クレジットカード発行枚数(枚) 24,160,872 25,632,741

利用者数

カードショッピング(人) 8,078,292 8,640,802

カードキャッシング(人) 1,723,244 1,719,051

プロセシング・他社カード代行(件) 76 68

個品あっせん(人) 27,169 22,974



＜ファイナンス事業＞ 

信用保証事業、各種ローン事業及びリース事業等から構成されております。当中間連結会計期間におい

ては、各事業の取扱いが順調に拡大し営業収益は220億51百万円（前年同期比27.7％増）となりました。

一方で、リース事業におけるリース契約の貸倒時に生じるリース資産の処分損失が増加したことに加え、

各種ローン事業の貸倒コストの増加等により、営業利益は48億59百万円（前年同期比16.2％減）となりま

した。 

  

① 信用保証事業 

提携金融機関と営業・管理両面にわたる密接な連携により、良質な案件の獲得に注力いたしました。ま

た、平成19年９月には㈱秋田銀行、㈱山梨中央銀行と個人向け無担保ローンの保証業務において提携する

など、融資保証の取扱い拡大に努めました。 

  

② 個人向けローン事業 

《セゾン》カード会員向けの「メンバーズローン」をはじめとした各種無担保ローンを個人向けに提供

しております。ローン残高は581億円（前期末比13.3％減）となりました。 

  

③ 不動産融資事業 

これまで不動産流通業を通じて得た、不動産評価能力や不動産流動化に関するノウハウ、ネットワーク

を活用し、ビジネスローンを中心に不動産担保融資事業等を行っております。不動産業者向けのビジネス

ローンが引き続き順調で、ローン残高は2,681億円（前期末比23.9％増）となりましたが、そのうち700億

円を流動化しているため、その残高は2,000億円となりました。 

  

④ リース事業 

次年度から適用されるリース会計基準改正の影響等もあり、(社)リース事業協会集計による上期取扱高

は前年同期比93.7％と、リース市場は前年割れで推移しております。このような環境のもと、提携販売店

の拡大、取扱商品の多様化を図った結果、取扱高は430億円(前年同期比2.5％増)と堅調に推移いたしまし

た。 

  



(A) 取扱高 

  

 
(注) １ 上記の部門別取扱高の区分のうち、「各種ローン」は融資取扱高であります。 

２ 上記の部門別取扱高の内容及び範囲、主な手数料等の状況は次のとおりであります。 

 
  

(B) 営業収益 

  

 
(注)   金融収益については、債権流動化に伴い、対象債権を信託受益権としたことで、この受益権から得られる

収益が含まれております。 

  

(C) 利用者数 

  

 
(注)   利用者数は主として平成18年９月及び平成19年９月における顧客に対する請求件数であります。また、信

用保証及びリースは主として中間連結会計期間末における残高保有件数であります。 

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

信用保証 40,608 47,426

各種ローン 97,101 158,998

リース 41,989 43,043

ファイナンス事業計 179,699 249,467

信用保証 提携金融機関が行なっている融資に関して、当社が顧客の債務を保証する取引で

あり、取扱高の範囲は保証元本であります。主な手数料〔主要な料率〕は、保証

残高に対して得られる保証料〔平均保証料率5.2％〕であります。

各種ローン 当社及び連結子会社がカードキャッシング以外で直接会員又は顧客に金銭を貸付

ける取引であり、取扱高の範囲は融資元本の期中平均残高であります。主な手数

料〔主要な料率〕は、個人向けローンにおきましては利息〔融資額に対して実質

年率9.8％～18.0％〕であり、不動産融資におきましては利息〔融資額に対して

実質年率4.0％～15.0％と諸手数料(融資額の3.0％以内)〕であります。

リース 当社が顧客に事務用機器等を賃貸する所有権移転外ファイナンス・リース取引で

あり、取扱高の範囲はリース契約額であります。主な手数料〔主要な料率〕は、

リース契約残高に含まれる利息〔リース契約期間に応じてリース取得価額の

1.4％～4.6％〕であります。

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

信用保証 2,468 3,448

各種ローン 11,128 14,810

リース 3,544 3,257

金融収益 － 363

セグメント間の内部営業収益又は振替高 128 170

ファイナンス事業計 17,268 22,051

区分
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

信用保証(件) 168,474 202,570

各種ローン(件) 73,155 69,592

リース(件) 283,552 309,500



＜不動産関連事業＞ 

不動産流動化事業、サービサー事業、不動産ファンド事業、不動産融資保証事業、不動産賃貸業等から

構成されております。 

当中間連結会計期間においては、不動産マーケットの変化に柔軟かつスピーディーに対応できる体制を

構築しつつ、「不動産活性化」に取り組んでまいりましたアトリウムグループの好調な業績により、営業

収益は207億35百万円(前年同期比37.2％増)、営業利益は137億74百万円(前年同期比49.9％増)となりまし

た。 

  

① 不動産流動化事業 

企業の減損会計適用に伴うオフバランスニーズにより市場に排出された不動産や、利用価値が低迷した

不動産等を取得し、リフォーム・リニューアルの実施や入居率の改善等によるキャッシュ・フローの安定

化により価値を高め、お客様にお届けするビジネスを行っております。仕入情報ルートの拡大や不動産Ｍ

＆Ａ手法の活用等に努め、順調な物件取得を行うとともに、的確なバリューアップと計画的販売を推進い

たしました。 

  

② サービサー事業 

不動産担保付債権に特化した買取及び管理回収を行っております。特に、自己競落等により担保不動産

を自己取得し、付加価値をつけて販売できるノウハウを持っていることが特徴です。金融機関の不良債権

処理が進み、各サービサー会社間による仕入競争が激化する中で、特に地域金融機関への営業活動を重点

的に進めるとともに、「事業再生案件」への取り組みを着実に強化してまいりました。 

  

③ 不動産ファンド事業 

一般流通市場より賃貸ビルやマンションなど収益不動産を取得し、これまで培ったノウハウにより収益

性を高め、ハイリターンを目指す不動産投資ファンドを組成、販売・マネジメントするビジネスを行って

おります。保有物件の稼働率向上と安定的な維持による収益性の向上を着実に推進いたしました。 

  

④ 不動産融資保証事業 

個人又は法人が不動産を担保として金融機関（融資会社）などから融資を受ける際に、当該不動産の評

価と債務保証を行い、金融機関（融資会社）から保証料収入を得るビジネスを行っております。案件の選

別をより厳格化しつつも、好調な融資保証を実行いたしました。 

  

⑤ 不動産賃貸業 

自社で所有する不動産物件を活用したテナントビル事業のほか、不動産オーナーから一括賃借した不動

産物件を運営・管理する不動産サブリース事業を行っております。 

  

＜エンタテインメント事業＞ 

アミューズメント業等から構成されております。アミューズメント業においては、地域に支持される健

全で安心、快適な店作りをしてまいりましたが、遊技台への規制強化の影響により、営業収益は73億37百

万円（前年同期比21.9％減）、営業損失は20億9百万円となりました。 

  

＜その他の事業＞ 

保険代理店業、情報処理サービス業、損害保険業等から構成されております。営業収益は8億19百万円

（前年同期比29.8％増）、営業利益は4億52百万円（前年同期比54.8％増）となりました。 



 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における営業活動に使用したキャッシュ・フローは、210億2百万円（前中間連結会

計期間は441億69百万円の収入）となりました。 

これは、税金等調整前中間純利益が297億72百万円、並びに非資金項目である減価償却費336億18百万円

の計上がある一方で、法人税等の支払額352億55百万円やクレジットカード及び不動産担保ローンの取扱

高拡大により営業債権が2,059億37百万円増加したことによるものであります。なお、当中間連結会計期

間末の営業債権残高のうち、カードショッピング一回払い債権及び不動産担保ローン債権を流動化し、

1,400億円の収入を得ております。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における投資活動に使用したキャッシュ・フローは、609億50百万円（前年同期比

38.1％増）となりました。 

これは、主にリース資産等の有形・無形固定資産の取得に伴う514億49百万円の支出等によるものであ

ります。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における財務活動により得られたキャッシュ・フローは、791億72百万円（前中間

連結会計期間は104億84百万円の支出）となりました。 

これは、主に中長期的な資金調達を中心に行った結果、長期借入金の借入により得られた733億円の収

入と社債の発行により得られた556億77百万円の収入がある一方で、長期借入金の返済に伴う217億84百万

円の支出、社債の償還に伴う262億2百万円の支出によるものであります。 

  

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27億50百

万円減少し、619億78百万円となりました。なお、新規連結による現金及び現金同等物として14億96百万

円、合併に伴う現金及び現金同等物として8億35百万円増加しております。 

  



２ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間を終えた時点で、当社グループが対処すべき事業上の課題及び諸施策は、次のとお

りです。 

  

① 顧客満足主義の徹底 

お客様の「信頼」と「支持」を得ることこそが 大の経営課題であると考えております。「お客様が本

当に欲しい商品を交換できるように」という差別化戦略の象徴である「《セゾン》永久不滅ポイント」を

はじめ、公共料金や税金などの公金分野や日常的に使う交通分野でのカード決済推進、インターネットで

のカード申込拡大やＮｅｔアンサー会員を対象にしたオンラインショッピングモール「永久不滅.ｃｏ

ｍ」の運営など、今後とも革新的かつお客様からご支持いただけるサービスの創造に向けて、継続的に取

り組んでまいります。 

  

② 個人情報の適正管理 

個人情報の管理は重要な経営課題であるとの認識の下、その適正管理に向けた全社的な取り組みを行

っております。具体的には、不正アクセス・不正利用の防止を目的とした専用回線の利用、アクセス権限

者の制限、アクセスコードの設定、情報媒体物の暗号化、情報端末設置場所への入退出管理等、セキュリ

ティの強化を図っております。 

さらに、個人情報に係る関連法令、社内規程及びマニュアルの遵守状況のチェック、情報システムの利

用状況の監視、業務委託先の監督等、適正管理に必要な体制を構築しております。 

加えて、コンプライアンス委員会を中心とした全社的な管理体制の構築、社内研修や啓蒙教育の実施、

(社)日本クレジット産業協会の資格制度である「個人情報取扱主任者」の資格取得奨励等、従業員の個人

情報適正管理意識の醸成とその浸透を図っております。 

  

③ リテール金融業界再編への対応 

業界のリーディングカンパニーとしての競争優位性を発揮しつつ、資本参加、事業買収等様々な手法

を通じて、活発化するリテール金融業界再編への対応においても主導的な役割を発揮するよう努めてまい

ります。 

また、㈱みずほ銀行及びユーシーカード㈱と共同プロセシング会社設立を含む新しいビジネスモデル

の構築に向け、本格的な統合・再編を行い、クレジット関連各社から要望の多いプロセシング機能のアウ

トソースや基幹システム等への接続に幅広く応えられる受託ビジネスプラットフォームを確立してまいり

ます。 

  

④ 商品競争力の強化 

提携ネットワークの強化、新商品・新カード開発等において、常に競合他社に対し優位性を保てるよう

差別化に努力してまいります。 

また、クレジットカード事業に続く事業の柱として、《セゾン》カードローン、不動産担保融資に加

え、「クレディセゾンの住宅ローン」の取扱いを開始し、ローン事業の拡大を目指す一方、保険商品販

売、証券仲介業等のフィービジネスの拡大を推進しファイナンスカンパニーとしての確固たる地位を確保

してまいります。 

  



⑤ 情報システム運用への対応等  

ＩＴ化社会の進展等を背景として、お客様に安心してカードをご利用いただくためには、システム・オ

ペレーションにおける安全性・安定性の確保がより一層重要となっております。このような環境の下、自

然災害、事故、コンピュータウィルス等によるシステム障害への対応や事務集中化によるシステム効率の

向上等、システムの安全性・安定性の確保と効率化を実現いたしました。今後とも、システムの安全性・

安定性の確保及び効率化へ向けて、継続して取り組んでまいります。 

  

⑥ 信用リスク管理体制の強化 

当社グループは、自己破産等への対応に注力し、継続的に債権内容の健全化に努めております。審査か

ら回収までにいたるオペレーション体制を常に改善し、効果的かつ効率的な与信・回収体制の構築を図る

とともに、環境変化に応じた審査基準の機動的な見直しを行っております。 

また、お客様に安心してカードをご利用していただくために、不正検知システムの次世代化の実現によ

りさらなる強化を図っており、これからも積極的に推進してまいります。 

  

⑦ 資金調達の安定化と多様化 

金利変動リスクを踏まえて長期安定資金を確保するとともに、債権の流動化の実施等により、マーケッ

ト環境の変化に柔軟に対応できる資金調達源の多様化を図ってまいります。 

  

⑧ コーポレート・ガバナンス 

企業情報開示の適正性及び適時性を確保することを目的に、社内規程の整備と情報開示委員会の設置

により、経営の透明性及びアカウンタビリティーを高めております。また、平成20年度から適用される

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」への対応についても、新設した専任事務局を中心に整備に

取り組んでおります。さらに、コーポレート・ガバナンスに関しても、社外取締役制度の活用や内部統

制システムの構築等を通じて、健全かつ的確な対応ができる経営体制の構築に取り組んでおります。 

  



３ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、㈱みずほ銀行及びユーシーカード㈱と平成19年１月30日に締結した基本合意書に基づき、平成

19年５月17日開催の取締役会において、クレジットカード事業における共同プロセシング会社の設立を含

む新しいビジネスモデルの構築に向け、「統合・再編成」を行うことを目的とした業務再編契約を締結す

ることを決議し、同日付にて締結いたしました。 

  

(1)「統合・再編成」の内容 

  当社とユーシーカード㈱は、現在検討中の次世代共同システムの構築に加えて、クレジットカード事

業に係る業務機能全般について、これまでの枠組みを越えた本格的「統合・再編成」を行い、各々が「特

化＋連携」して事業展開することで、「クレジットカード事業分野における 強の事業体」の実現を目指

します。 

 基本的な内容として、ユーシーカード㈱が同社の保有するクレジットカードに関するプロセシング業務

を集約的に行うことを目的としたプロセシング新会社(以下「㈱キュービタス」という。)を平成19年10月

１日付で設立し、当社が保有しているクレジットカードに関するプロセシング事業を分割し、㈱キュービ

タスに統合いたします。 

 なお、当社は、当社の会社分割に伴う事業承継完了後は、㈱キュービタスの株式の51％を保有いたしま

す。 

 また、分割後の当社は、会員事業を中心とした規模拡大を更に推進してまいります。 

  

(2)会社分割の要旨 

①会社分割の日程 

 分割契約締結 未定 

 分割の効力発生日 平成20年4月1日(予定) 

②分割方式 

 当社を分割会社とし、ユーシーカード㈱が設立する㈱キュービタスを承継会社とする分社型の吸収分割

です。なお、分割会社である当社にとって本件会社分割は、会社法第784条第３項の要件を充足するもの

であり、株主総会による承認を得ずに行う予定です。 

③承継会社が承継する権利義務の内容 

 承継会社は、クレジットカードに関するプロセシング業務(審査業務、インフォメーション業務、プロ

モーション業務、途上与信・管理業務(但し、一部特殊業務を除く))に係る資産・負債、権利義務及び契

約上の地位のすべてを当社から承継いたします。 

④新会社の概要 

 名称    株式会社キュービタス 

 代表者   代表取締役社長 栂野 恭輔 

 本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

 資本金   １億円 

⑤その他分割に関する詳細事項 

 その他分割に関する詳細事項に関しましては、現時点において未定であります。 

  

４ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

  (１) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備計画について、変更はあ

りません。 

  

 (２) 重要な設備計画の完了 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備計画のうち、当中間連結

会計期間に完了したものは次のとおりです。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (３) 重要な設備の新設、除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  

会社名
事業所名 設備の内容 投資額

完了年月
（所在地） （セグメント） （百万円）

㈱ウラクアオヤマ

 成増プライム  建替工事
         1,464 平成19年４月

 （東京都板橋区）  （不動産関連事業）

 勝田台プライム  事業用資産
         2,057 平成19年９月

 （千葉県八千代市）  （不動産関連事業）



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年12月１日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 181,609,225 181,624,425
東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に 
制限のない、標準となる株式

計 181,609,225 181,624,425 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

平成15年６月27日第53回定時株主総会決議 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)      4,953  (注)１    4,790  (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 495,300 479,000

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,095円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日～
平成20年６月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格 2,095   
 資本組入額 1,048

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の発行を受けた者の
退任・定年退職・死亡の場合の
取扱いは、次のとおりとする。

 (ア)退任(解任の場合を除く)・定
年退職の場合：
退任・退職後２年間行使する
ことができる。

 (イ)死亡・自己都合退職・懲戒解
雇の場合：

   与えられた権利は失効するも
のとする。

② その他の条件は、本株主総会決
議及び取締役会決議に基づき、
当社と新株予約権者との間で締
結する契約に定めるところによ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ───── ─────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

───── ─────



平成17年６月25日第55回定時株主総会決議 

   
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。 

２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株

式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる

ものとする。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割（または株式併合）の比率 
  

  また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権

  の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

３ 新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
   また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、

   次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、

   新株予約権の権利行使の場合、行使価額の調整は行わない。 
  

   
   なお、上記計算式中の「既発行株式数」は、当社が保有する自己株式の総数を除いた数とする。 

   また、自己株式の処分を行う場合には、上記算式中「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１

   株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に、

   それぞれ読み替えるものとする。 

   さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１株当た

   りの行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)    16,259  (注)１   16,175  (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,625,900 1,617,500

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,740円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月30日～
平成22年６月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格 3,740
 資本組入額 1,870

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の発行を受けた者の
退任・定年退職・死亡の場合の
取扱いは、次のとおりとする。

 (ア)退任(解任の場合を除く)・定
年退職の場合：
退任・退職後２年間行使する
ことができる。

 (イ)死亡・自己都合退職・懲戒解
雇の場合：

   与えられた権利は失効するも
のとする。

② その他の条件は、本株主総会決
議及び取締役会決議に基づき、
当社と新株予約権者との間で締
結する契約に定めるところによ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ───── ─────

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

───── ─────

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（または株式併合）の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

 
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

  平成19年９月30日現在 

 
(注) 次の法人から、当中間会計期間中に大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、次のとおり株式を所有してい

る旨の報告を受けておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

 
(注) 上表中の「氏名又は名称」欄の※につきましては共同保有であるため、大量保有報告書（変更報告書）上の所

有株式数上位者の名称及び住所を記載しております。また、アーチザン・パートナーズ・リミテッド・パート

ナーシップにつきましては、上記のとおり提出された大量保有報告書（変更報告書）により主要株主の異動が

判明しております。 

年月日
発行済株式 
総数増減数

発行済株式
総数残高

資本金増減額 資本金残高
資本準備金 
増減額

資本準備金
残高

(千株) (千株) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

平成19年４月１日～
平成19年９月30日

296 181,609 409 75,640 409 79,044

氏名又は名称 住  所
所有株式数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合 

(％)

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト 
カンパニー

 P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A． 12,012 6.61

㈱西武百貨店 東京都豊島区南池袋１丁目28番１号 11,600 6.39

日本マスタートラスト信託銀
行㈱（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 10,498 5.78

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 9,822 5.41

メロン バンク エヌエー 
トリーテイー クライアント 
オムニバス

ONE MELLON BANK CENTER,PITTSBURGH,PENNSYLVANIA 5,507 3.03

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 5,093 2.80

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 4,675 2.57

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 4,399 2.42

ジエーピーモルガンチエース 
オツペンハイマー フアンズ 
ジヤスデツク アカウント

CHASESIDE,BOURNEMOUTH,DORSET,BH7 7DB UNITED KINGDOM 4,293 2.36

メロン バンク エヌエー 
アズ エージェント フォー 
イッツ クライアント メロ
ン オムニバス ユーエス 
ペンション

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108        4,035 2.22

計 71,937 39.61

氏名又は名称 住  所 報告義務発生日
所有株式数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合 

(％)

アーチザン・パートナ
ーズ・リミテッド・パ
ートナーシップ

アメリカ合衆国53202ウィスコンシン州ミルウ
ォーキー、スウィート800、ウィスコンシン・
アヴェニュー875Ｅ

平成19年６月27日 18,251 10.05

※㈱みずほ銀行他４社 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 平成19年７月13日 13,505 7.44

※野村アセットマネ  
 ジメント㈱他２社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 平成19年７月13日 11,403 6.28



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
  平成19年９月30日現在

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には700株(議決権７個)、「単元未満株式」欄の普通株式には80株の証券保管振

替機構名義の株式が含まれております。 

 ２ 「単元未満株式」欄には、当社所有株式が次のとおり含まれております。 

 
  

② 【自己株式等】 
平成19年９月30日現在  

 
(注) このほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が300株(議決権３個)あります。なお、当

該株式は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注) 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式     1,511,600

―
権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式

(相互保有株式) 
普通株式       154,500

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式   179,882,900 1,798,829 同上

単元未満株式 普通株式       60,225 ― 同上

発行済株式総数           181,609,225  ― ―

総株主の議決権 ― 1,798,829 ―

自己保有株式 48株

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 

所有株式数 
(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱クレディセゾン

東京都豊島区東池袋 
３丁目１番１号

1,511,600 ― 1,511,600 0.83

(相互保有株式) 
㈱ヴィーヴル

東京都豊島区東池袋 
３丁目１番１号

154,500 ― 154,500 0.09

計 1,666,100 ― 1,666,100 0.92

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 4,030 3,870 3,620 3,240 3,150 3,110

低(円) 3,340 3,170 3,020 2,850 2,515 2,470



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

  

役職の異動 

 
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役副社長 代表取締役副社長

前 川 輝 之 平成19年９月16日経営本部長・システム本部長
（兼）広報室・監査室 担当

経営本部長（兼）広報室・監査
室 担当

常務取締役 常務取締役

山 本 光 介 平成19年９月16日

カード本部副本部長（兼）ソリ
ューション推進部・セゾンカー
ド部・ミレニアムカード部・髙
島屋カード部・ＭＭＣカード
部・ＬＡＢＩカード部・ゴール
ド・ＡＭＥＸ部 担当

カード本部副本部長（兼）ＵＣ
事業部長

取締役 取締役
多 田 憲 三 平成19年９月16日

経営本部 副本部長 アライアンス事業部長

取締役 取締役

山 路 孝 眞 平成19年９月16日ＩＴ企画部・ＵＣカード部・み
ずほ提携推進部・提携企画部・
加盟店営業部 担当

セゾン事業部長

取締役 取締役

鈴 木 日 出 男 平成19年９月16日
支店（北海道・東北・北関東・
東関東・東京・西東京・神奈
川・東海・京都・関西・中四
国・九州）担当

営業本部長

取締役 取締役

金   洪 太 平成19年９月16日営業企画部・保険部・カードフ
ァイナンス部・ローンセンター 
担当

リテール金融本部長

取締役 取締役
山 本   寛 平成19年９月16日ファイナンス本部 副本部長

（兼）事業計画部長
ファイナンス本部 副本部長

取締役 取締役
栂 野 恭 輔 平成19年９月16日

－ システム本部長



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号、以下「中間連結財務諸表規則」という。)並びに「クレジット産業に係る会計基準の

標準化について」(通商産業省通達60産局291号)及び「信販会社の損益計算書における金融費用の表示に

ついて」(日本公認会計士協会信販・クレジット業部会 部会長報告)の趣旨に基づき作成しておりま

す。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに「クレジット産業に係る会計基準の標準化に

ついて」(通商産業省通達60産局291号)及び「信販会社の損益計算書における金融費用の表示について」

(日本公認会計士協会信販・クレジット業部会 部会長報告)の趣旨に基づき作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、みすず監査法人の中間監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間

(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、監査法人

トーマツの中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  第57期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第57期中間会計期間の中間財務諸表   みすず監査法人 

  第58期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第58期中間会計期間の中間財務諸表   監査法人トーマツ 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 ※４ 56,075 42,066 55,961

２ 割賦売掛金 ※１ 1,551,743 1,739,046 1,672,904

３ その他営業債権 486 1,167 532

４ 有価証券 ― 15,000 1,499

５ たな卸資産 ※２ 131,702 160,856 147,956

６ 繰延税金資産 16,972 25,766 19,471

７ 短期貸付金 100 5,901 5,225

８ その他 30,962 35,420 33,963

貸倒引当金 △57,521 △72,946 △65,206

流動資産合計 1,730,520 80.7 1,952,279 81.8 1,872,306 81.4

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) リース資産 ※３ 157,075 165,878 163,107

(2) 建物 ※３ 17,899 17,244 16,620

(3) 土地 8,270 11,531 11,531

(4) 建設仮勘定 827 1,670 1,953

(5) その他 ※３ 13,219 12,085 12,738

有形固定資産合計 197,291 9.2 208,411 8.7 205,952 9.0

２ 無形固定資産

(1) 借地権 970 970 970

(2) ソフトウェア 31,632 37,217 35,922

(3) その他 1,622 5,697 4,155

無形固定資産合計 34,225 1.6 43,885 1.9 41,049 1.8

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※4,5 112,480 107,351 106,274

(2) 長期貸付金 29,211 28,532 29,340

(3) 差入保証金 8,563 8,587 8,431

(4) 繰延税金資産 28,374 34,746 31,840

(5) その他 11,017 8,096 9,655

貸倒引当金 △7,098 △4,714 △5,366

投資損失引当金 △381 △381 △381

投資その他の資産合計 182,167 8.5 182,219 7.6 179,793 7.8

固定資産合計 413,685 19.3 434,516 18.2 426,794 18.6

Ⅲ 繰延資産

  社債発行費 507 702 505

繰延資産合計 507 0.0 702 0.0 505 0.0

資産合計 2,144,713 100.0 2,387,497 100.0 2,299,607 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金 208,974 226,978 237,261

２ 短期借入金 354,811 389,404 381,708

３ 一年以内に返済予定の
長期借入金

42,108 57,615 52,528

４ 一年以内に償還予定の
社債

40,995 30,275 42,445

５ コマーシャル・ペーパー 102,000 110,000 101,300

６ 一年以内に償還予定の
債権譲渡支払債務

※７ 11,500 16,334 12,116

７ 未払法人税等 21,635 20,655 36,360

８ 賞与引当金 2,469 2,380 2,159

９ 役員賞与引当金 87 49 160

10 利息返還損失引当金 12,147 12,517 11,246

11 事業構造改革損失引当金 ― 1,624 ―

12 商品券回収損失引当金 ― 108 ―

13 割賦利益繰延 4,546 5,399 5,126

14 その他 ※４ 34,349 46,665 41,709

流動負債合計 835,624 39.0 920,009 38.6 924,122 40.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 229,240 274,465 232,497

２ 長期借入金 580,068 666,256 619,827

３ 債権譲渡支払債務 ※７ 42,500 26,165 35,883

４ 退職給付引当金 6,850 5,923 6,492

５ 役員退職慰労引当金 851 178 940

６ 保証債務引当金 2,167 2,980 2,543

７ 瑕疵保証引当金 31 42 49

８ ポイント交換引当金 32,374 39,654 36,205

９ 利息返還損失引当金 33,758 36,135 34,656

10 負ののれん 149 429 107

11 その他 5,888 8,450 6,451

固定負債合計 933,878 43.5 1,060,679 44.4 975,656 42.4

負債合計 1,769,502 82.5 1,980,688 83.0 1,899,778 82.6



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 75,005 3.5 75,640 3.2 75,230 3.3

 ２ 資本剰余金 78,723 3.7 81,286 3.4 80,876 3.5

 ３ 利益剰余金 183,409 8.5 211,327 8.9 204,129 8.9

 ４ 自己株式 △4,207 △0.2 △6,058 △0.3 △6,047 △0.3

   株主資本合計 332,930 15.5 362,195 15.2 354,189 15.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

21,035 1.0 15,376 0.6 19,152 0.8

 ２ 繰延ヘッジ損益 92 0.0 △64 △0.0 △182 △0.0

   評価・換算差額等合計 21,127 1.0 15,311 0.6 18,969 0.8

Ⅲ 少数株主持分 21,152 1.0 29,301 1.2 26,669 1.2

  純資産合計 375,210 17.5 406,809 17.0 399,828 17.4

  負債及び純資産合計 2,144,713 100.0 2,387,497 100.0 2,299,607 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ 信販事業収益 132,578 ― 274,230

 ２ エンタテインメント 
   売上利益

    エンタテインメント 
    売上高

71,605 ― 126,070

    エンタテインメント 
    売上原価

62,224 9,380 ― ― 109,196 16,874

 ３ 不動産事業利益

    不動産事業収益 58,556 ― 94,517

    不動産事業原価 46,712 11,843 ― ― 74,647 19,869

 ４ リース売上利益

    リース売上高 34,346 ― 68,831

    リース売上原価 30,802 3,544 ― ― 62,067 6,763

 ５ その他の売上利益

    その他の売上高 3,040 ― 6,532

    その他の売上原価 171 2,869 ― ― 342 6,190

 ６ クレジットサービス 
   事業収益

― 125,444 ―

 ７ ファイナンス事業利益

    ファイナンス事業収益 ― 55,114 ―

    ファイナンス事業原価 ― ― 33,597 21,516 ― ―

 ８ 不動産関連事業利益

    不動産関連事業収益 ― 62,737 ―

    不動産関連事業原価 ― ― 45,424 17,312 ― ―

 ９ エンタテインメント 
   事業利益

    エンタテインメント 
    事業収益

― 58,718 ―

    エンタテインメント 
    事業原価

― ― 51,395 7,323 ― ―

 10 その他の事業利益

    その他の事業収益 ― 819 ―

    その他の事業原価 ― ― ― 819 ― ―

 11 金融収益 5,446 4,962 9,755

   営業収益合計 165,662 100.0 177,379 100.0 333,683 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ 販売費及び一般管理費 ※１ 118,316 71.4 134,695 75.9 242,149 72.6

 ２ 金融費用 7,478 4.5 10,551 6.0 16,332 4.9

   営業費用合計 125,794 75.9 145,247 81.9 258,481 77.5

   営業利益 39,867 24.1 32,132 18.1 75,201 22.5



   

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 85 69 132

 ２ 受取配当金 460 695 823

 ３ 投資有価証券売却益 480 ― 580

 ４ 負ののれん償却額 35 54 69

 ５ 持分法による投資利益 927 689 1,775

 ６ 投資事業組合等分配益 1,554 126 3,000

 ７ その他 996 4,540 2.7 503 2,139 1.2 1,390 7,770 2.3

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 764 1,023 1,601

 ２ 投資有価証券売却損 287 ― 348

 ３ その他 168 1,220 0.7 273 1,296 0.7 865 2,814 0.8

   経常利益 43,187 26.1 32,975 18.6 80,157 24.0

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 9 324 3,399

 ２ 投資有価証券償還益 276 1,390 276 

 ３ 事業整理損失引当金 
   戻入益

390 ― 395 

 ４ 貸倒引当金戻入益 145 ― 1,103 

 ５ 持分変動利益 ― ― 707

 ６ その他 ― 822 0.5 26 1,741 1.0 ― 5,882 1.8

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※２ 211 190 243

 ２ 減損損失 ※４ 299 449 2,369

 ３ 投資有価証券評価損 96 1,632 575

 ４ 出資金評価損 55 ― 55

 ５ 投資有価証券売却損 ― 4 35

 ６ 事業構造改革損失 ※３ ― 2,440 ―

 ７ 利息返還損失引当金 
   繰入額

40,924 ― 40,924

 ８ リース資産減価償却費 5,447 ― 5,447

 ９ 持分変動損失 1,719 66 2,719

 10 商品券回収損失引当金 
   繰入額

― 111 ―

 11 その他 61 48,815 29.5 47 4,943 2.8 58 52,429 15.7

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は 
   税金等調整前中間 
   純損失(△)

△4,805 △2.9 29,772 16.8 33,610 10.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

20,686 19,779 41,688

   法人税等調整額 △22,130 △1,444 △0.8 △6,037 13,741 7.8 △27,418 14,270 4.3

   少数株主利益 2,537 1.5 3,803 2.1 4,518 1.4

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△)

 △5,898 △3.6 12,228 6.9 14,821 4.4



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 

（注）平成18年３月期に係る定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

平成18年３月31日残高 74,458 78,176 194,179 △4,155 342,659

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 547 546 ― ― 1,093

 剰余金の配当(注) ― ― △4,655 ― △4,655

 役員賞与(注) ― ― △216 ― △216

 中間純損失 ― ― △5,898 ― △5,898

 自己株式の取得 ― ― ― △52 △52

 自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 547 546 △10,770 △52 △9,728

平成18年９月30日残高 75,005 78,723 183,409 △4,207 332,930

評価・換算差額等

少数株主持分 
(百万円)

純資産合計
(百万円)その他有価証券 

評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ
損益 

(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成18年３月31日残高 18,057 ― 18,057 16,471 377,189

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 1,093

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― △4,655

 役員賞与(注) ― ― ― ― △216

 中間純損失 ― ― ― ― △5,898

 自己株式の取得 ― ― ― ― △52

 自己株式の処分 ― ― ― ― 0

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額)

2,978 92 3,070 4,680 7,750

中間連結会計期間中の変動額合計 2,978 92 3,070 4,680 △1,978

平成18年９月30日残高 21,035 92 21,127 21,152 375,210



当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

平成19年３月31日残高 75,230 80,876 204,129 △6,047 354,189

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 409 409 ― ― 819

 剰余金の配当 ― ― △5,030 ― △5,030

 中間純利益 ― ― 12,228 ― 12,228

 自己株式の取得 ― ― ― △3 △3

 持分の変動 ― ― ― △8 △8

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 409 409 7,197 △11 8,005

平成19年９月30日残高 75,640 81,286 211,327 △6,058 362,195

評価・換算差額等

少数株主持分 
(百万円)

純資産合計
(百万円)その他有価証券 

評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ
損益 

(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成19年３月31日残高 19,152 △182 18,969 26,669 399,828

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 819

 剰余金の配当 ― ― ― ― △5,030

 中間純利益 ― ― ― ― 12,228

 自己株式の取得 ― ― ― ― △3

 持分の変動 ― ― ― ― △8

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額)

 △3,775 118 △3,657 2,632 △1,024

中間連結会計期間中の変動額合計  △3,775 118 △3,657 2,632 6,980

平成19年９月30日残高 15,376 △64 15,311 29,301 406,809



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
（注）平成18年３月期に係る定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式
(百万円)

株主資本合計
(百万円)

平成18年３月31日残高 74,458 78,176 194,179 △4,155 342,659

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 772 771 ― ― 1,544

 剰余金の配当(注) ― ― △4,655 ― △4,655

 役員賞与(注) ― ― △216 ― △216

 当期純利益 ― ― 14,821 ― 14,821

 自己株式の取得 ― ― ― △19,245 △19,245

 自己株式の処分 ― 1,928 ― 17,353 19,281

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 772 2,699 9,949 △1,892 11,529

平成19年３月31日残高 75,230 80,876 204,129 △6,047 354,189

評価・換算差額等

少数株主持分 
(百万円)

純資産合計
(百万円)その他有価証券 

評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ
損益 

(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成18年３月31日残高 18,057 ― 18,057 16,471 377,189

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 1,544

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― △4,655

 役員賞与(注) ― ― ― ― △216

 当期純利益 ― ― ― ― 14,821

 自己株式の取得 ― ― ― ― △19,245

 自己株式の処分 ― ― ― ― 19,281

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

1,094 △182 912 10,197 11,109

連結会計年度中の変動額合計 1,094 △182 912 10,197 22,639

平成19年３月31日残高 19,152 △182 18,969 26,669 399,828



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△)

△4,805 29,772 33,610

減価償却費 34,107 33,618 64,902

負ののれん償却額 △35 △54 △69

繰延資産償却額 142 125 297

貸倒引当金の増減額 3,871 7,087 9,824

退職給付引当金の増減額 △552 △569 △910

ポイント交換引当金の 
増減額

3,351 3,449 7,182

利息返還損失引当金の 
増減額

38,400 2,748 38,398

その他引当金の増減額 365 1,995 612

受取利息及び受取配当金 △5,495 △3,780 △9,877

支払利息 7,863 10,537 17,100

持分法による投資損益 △927 △689 △1,775

投資事業組合等分配益 △1,554 △126 △3,000

為替差損益 △66 △40 △60

投資有価証券売却損益等 △478 △1,712 △3,872

投資有価証券評価損 96 1,632 575

持分変動損益 1,719 66 2,012

減損損失 299 1,231 2,369

有形・無形固定資産 
除売却損益

8,101 7,510 14,420

営業債権の増減額 △143,036 △205,937 △272,686

営業債権の流動化による 
収入

80,000 140,000 90,000

たな卸資産の増減額 △9,403 △3,351 △25,657

その他資産の増減額 △1,769 △1,359 △5,844

営業債務の増減額 28,748 △10,279 57,047

その他負債の増減額 2,800 8,284 5,592

役員賞与の支払額 △250 ― △250

小計 41,493 20,158 19,940

利息及び配当金受取額 5,787 4,188 9,860

利息の支払額 △7,273 △10,094 △15,967

法人税等の還付額 10,870 ― 11,026

法人税等の支払額 △6,707 △35,255 △12,869

営業活動による 
キャッシュ・フロー

44,169 △21,002 11,990



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

投資有価証券の取得に 
よる支出

△5,653 △18,176 △13,261

投資有価証券の売却等に 
よる収入

※２ 5,778 9,125 24,461

有形・無形固定資産の
取得による支出

△46,720 △51,449 △96,204

有形・無形固定資産の
売却による収入

232 188 385

貸付けによる支出 △3,800 △680 △4,190

貸付金回収による収入 5,424 807 5,561

その他 594 △766 446

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△44,143 △60,950 △82,800

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △116,043 208 △89,152

コマーシャル・ペーパーの 
純増減額

△11,000 8,700 △11,700

長期借入金の借入による 
収入

126,300 73,300 196,600

長期借入金の返済による 
支出

△38,247 △21,784 △58,367

社債の発行による収入 39,263 55,677 58,611

社債の償還による支出 △1,662 △26,202 △16,455

債権譲渡支払債務による 
償還支出

△6,000 △5,500 △12,000

少数株主からの払込みに 
よる収入

806 44 2,579

自己株式の売却による収入 0 ― 19,189

自己株式の取得による支出 △5 △3 △19,198

株式の発行による収入 1,093 819 1,544

配当金の支出額 △4,655 △5,030 △4,655

少数株主に対する配当金 △334 △1,057 △161

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△10,484 79,172 66,834

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

57 31 58

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △10,401 △2,750 △3,917

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高

66,314 62,397 66,314

Ⅶ 新規連結による現金及び
現金同等物の増加額

― 1,496 ―

Ⅷ 合併による現金及び 
  現金同等物の増加額

― 835 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 55,912 61,978 62,397



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 11社
主要な連結子会社名
㈱セゾンファンデックス

(1) 連結子会社の数 10社
主要な連結子会社名
㈱セゾンファンデックス 
(新規) 
㈲エー・アール・ホテルズ銀
座を営業者とする匿名組合 
(当中間連結会計期間におい
て重要性が増加した㈲エー・
アール・ホテルズ銀座を営業
者とする匿名組合を、当中間
連結会計期間より連結子会社
に含めております。)

(1) 連結子会社の数 ９社
主要な連結子会社名
㈱セゾンファンデックス 
(除外) 
㈱セゾンダイレクトマーケテ
ィング 
(上記の除外は清算結了によ
る期末除外であります。) 
㈱ヴィーヴル 
(上記の除外は㈱ノア企画に
よる吸収合併のためでありま
す。なお、㈱ノア企画は平成
19年３月１日より㈱ヴィーヴ
ルに商号変更しておりま
す。)

(2) 主要な非連結子会社名
㈱パディジャパン
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、いずれも小
規模会社であり、合計の総資
産、売上高(営業収益)、中間
純損益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)
等は、いずれも中間連結財務
諸表に重要な影響を及ぼさな
いためであります。

(2) 主要な非連結子会社名
同左

(2) 主要な非連結子会社名
㈱パディジャパン
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、いずれも小
規模会社であり、合計の総資
産、売上高(営業収益)、当期
純損益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)
等は、いずれも連結財務諸表
に重要な影響を及ぼさないた
めであります。

２ 持分法の適用に関する事
項

(1) 持分法適用の関連会社数
６社
持分法適用の関連会社名 
㈱セゾン情報システムズ 
セゾン自動車火災保険㈱ 
㈱ローソン・シーエス・カー
ド 
出光クレジット㈱ 
ユーシーカード㈱(加盟店・
プロセシング事業会社) 
りそなカード㈱

(1) 持分法適用の関連会社数
９社
持分法適用の関連会社名 
㈱セゾン情報システムズ 
セゾン自動車火災保険㈱ 
㈱ローソン・シーエス・カー
ド 
出光クレジット㈱ 
ユーシーカード㈱ 
りそなカード㈱ 
静銀セゾンカード㈱ 
大和ハウスフィナンシャル㈱ 
髙島屋クレジット㈱

(1) 持分法適用の関連会社数
９社
持分法適用の関連会社名
㈱セゾン情報システムズ
セゾン自動車火災保険㈱
㈱ローソン・シーエス・カー
ド
出光クレジット㈱ 
ユーシーカード㈱ 
りそなカード㈱ 
(新規) 
静銀セゾンカード㈱ 
大和ハウスフィナンシャル㈱ 
髙島屋クレジット㈱ 
(当連結会計年度において株
式を取得した静銀セゾンカー
ド㈱、大和ハウスフィナンシ
ャル㈱及び髙島屋クレジット
㈱を、当連結会計年度より持
分法適用の関連会社に含めて
おります。) 
 

(2) 持分法を適用していない主要
な非連結子会社名

㈱パディジャパン

持分法を適用していない主要
な関連会社名
㈱エンタテインメントプラス
(持分法の適用範囲から除い
た理由)
持分法を適用していない非連
結子会社及び関連会社は、そ
れぞれ中間連結純損益及び利
益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体としても
重要性がないためでありま
す。

(2) 持分法を適用していない主要
な非連結子会社名

同左
持分法を適用していない主要
な関連会社名

同左

(2) 持分法を適用していない主要
な非連結子会社名
㈱パディジャパン    
持分法を適用していない主要
な関連会社名
㈱エンタテインメントプラス
(持分法の適用範囲から除い
た理由)
持分法を適用していない非連
結子会社及び関連会社は、そ
れぞれ連結純損益及び利益剰
余金等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要
性がないためであります。



  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

 

連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次のとお

りであります。

会社名 中間  

決算日

㈱セゾンファン 

デックス
７月31日

㈱ハウスプラン 

ニング
７月31日

ジェーピーエヌ 

債権回収㈱
７月31日

㈱アトリウム ８月31日

㈱アトリウム債権 

回収サービス
８月31日

㈱セゾンダイレクト

マーケティング
８月31日

㈱ノア企画 ８月31日

㈱ウラクアオヤマ ８月31日

㈲エー・アイ・シー ８月31日

上記の連結子会社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しており

ます。但し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。

 

連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次のとお

りであります。

会社名 中間  

決算日

㈱セゾンファン 

デックス
７月31日

㈱ハウスプラン 

ニング
７月31日

ジェーピーエヌ 

債権回収㈱
７月31日

㈱アトリウム ８月31日

㈱アトリウム債権 

回収サービス
８月31日

㈱ヴイーヴル ８月31日

㈱ウラクアオヤマ

㈱エー・アイ・シー

８月31日

８月31日

㈱エイ・アンド・エイ ８月31日

㈲エー・アール・ホテ

ルズ銀座を営業者とす

る匿名組合

８月31日

上記の連結子会社の中間決算日現

在の中間財務諸表を使用しており

ます。但し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。

 

連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次のとおりであり

ます。

会社名 決算日

㈱セゾンファン 

デックス
１月31日

㈱ハウスプラン 

ニング
１月31日

ジェーピーエヌ 

債権回収㈱
１月31日

㈱アトリウム ２月28日

㈱アトリウム債権 

回収サービス
２月28日

㈱ヴィーヴル ２月28日

㈱ウラクアオヤマ ２月28日

㈱エー・アイ・シー ２月28日

㈱エイ・アンド・エイ ２月28日

上記の連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しております。但

し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

なお、㈲エー・アイ・シーは会社

法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律に基づき、平成19年

２月14日より㈱エー・アイ・シー

に商号変更し、㈱ノア企画は平成

19年３月１日に㈱ヴィーヴルを吸

収合併し、㈱ヴィーヴルに商号変

更しております。そのため、㈱ヴ

ィーヴルについては、平成18年４

月１日より平成19年２月28日まで

の11ヶ月を連結しております。ま

た、㈱エイ・アンド・エイについ

ては、当連結会計年度より決算日

を２月28日に変更したため、平成

18年４月１日より平成19年２月28

日までの11ヶ月決算となっており

ます。



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格
等に基づく時価法 
（評価差額は全部純資
産直入法により処理
し、売却原価は主とし
て移動平均法により算
定しております。)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格
等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産
直入法により処理し、
売却原価は主として移
動平均法により算定し
ております。)

時価のないもの

主として移動平均法に
よる原価法
なお、投資事業有限責
任組合及びそれに類す
る組合への出資（証券
取引法第２条第２項に
より有価証券とみなさ
れ る も の）に つ い て
は、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じ
て入手可能な 近の決
算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込
む方法によっておりま
す。

時価のないもの

主として移動平均法に
よる原価法
なお、投資事業有限責
任組合及びそれに類す
る組合への出資（金融
商品取引法第２条第２
項により有価証券とみ
なされるもの）につい
ては、組合契約に規定
される決算報告日に応
じて入手可能な 近の
決算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り
込む方法によっており
ます。 
また、一部の信託受益
権の評価方法について
は、債権の貸倒見積高
の算定方法に準じてお
ります。

（会計方針の変更）

従来、「割賦売掛金」
に含めて表示しており
ました信託受益権のう
ち、優先劣後等のよう
に質的に分割されてい
る場合や信託受益権の
保有者が多数となるも
のについては、「信託
の会計処理に関する実
務上の取扱い」（企業
会計基準委員会 実務
対応報告第23号）が平
成19年８月２日付で公
表されたことに伴い、
有価証券として取扱う
こととなったことか
ら、当中間連結会計期
間 よ り「投 資 有 価 証
券」に含めて表示して
おります。 
この変更による損益に
与える影響はありませ
ん。なお、当中間連結
会計期間末の「投資有
価証券」に含まれる当
該信託受益権の額は
1,300百万円であり、前
連結会計年度末の「割
賦売掛金」に含まれる
当該信託受益権の額は
300百万円であります。
また、前中間連結会計
期間末の当該信託受益
権はありません。

時価のないもの

主として移動平均法に
よる原価法
なお、投資事業有限責
任組合及びそれに類す
る組合への出資（証券
取引法第２条第２項に
より有価証券とみなさ
れ る も の）に つ い て
は、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じ
て入手可能な 近の決
算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込
む方法によっておりま
す。

デリバティブ
時価法

たな卸資産
買取債権
主として個別法による原
価法

販売用不動産
主として個別法による原
価法

その他
主として個別法による原
価法 
但し、貯蔵品については
終仕入原価法

デリバティブ
同左

たな卸資産
同左

デリバティブ
同左

  たな卸資産
同左

 

 

      

   

   



項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

有形固定資産

主として定額法によっ

ております。 

但し、リース資産につ

いてはリース契約期間

を耐用年数とした定額

法による金額のほか、

リース契約の解約等に

よるリース資産の処分

損失見込額を減価償却

費として追加計上して

おります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

有形固定資産

主として定額法によっ

ております。 

但し、リース資産につ

いてはリース契約期間

を耐用年数とした定額

法による金額のほか、

リース契約の解約等に

よるリース資産の処分

損失見込額を減価償却

費として追加計上して

おります。

 (会計方針の変更)

法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月

30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第

83号))に伴い、当中間

連結会計期間から、平

成19年４月１日以降に

取得したものについて

は、改正後の法人税法

に基づく方法に変更し

ております。 

なお、この変更による

損益に与える影響は軽

微であります。

 (追加情報)

法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月

30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第

83号))に伴い、当中間

連結会計期間から、平

成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年

から５年間で均等償却

する方法によっており

ます。 

なお、この変更による

損益に与える影響は軽

微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

有形固定資産

主として定額法によっ

ております。 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。 

但し、リース資産につ

いてはリース契約期間

を耐用年数とした定額

法による金額のほか、

リース契約の解約等に

よるリース資産の処分

損失見込額を減価償却

費として追加計上して

おります。



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

無形固定資産
定額法によっておりま
す。 
なお、ソフトウェアにつ
いては、利用可能期間
(５年)に基づく定額法に
よっております。 
但し、リース契約により
貸与している資産につい
てはリース契約期間を耐
用年数とした定額法によ
る金額のほか、リース契
約の解約等によるリース
資産の処分損失見込額を
減価償却費として追加計
上しております。

(追加情報)
従来、リース取引先の支払不能
時に発生する当該リース契約に
より貸与している資産の処分損
失については、リース債権の貸
倒時に費用処理しておりました
が、当該処分損失の金額が増加
傾向にあることを踏まえ、取引
実態をより的確に表示するた
め、当中間連結会計期間より過
去の処分損失実績等を勘案した
将来の処分損失見込額を減価償
却費として追加計上しておりま
す。 
これに伴い、当中間連結会計期
間の期首時点における変更後の
見積方法による減価償却費追加
計上額5,447百万円をリース資産
減価償却費として特別損失に計
上しております。 
この結果、従来の方法と比較し
て、営業収益、営業利益及び経
常利益がそれぞれ12百万円増加
し、税金等調整前中間純損失が
5,435百万円増加しております。
なお、セグメント情報に与える
影響については、当該箇所に記
載しております。

無形固定資産
定額法によっておりま
す。 
なお、ソフトウェアにつ
いては、利用可能期間
(５年)に基づく定額法に
よっております。 
但し、リース契約により
貸与している資産につい
てはリース契約期間を耐
用年数とした定額法によ
る金額のほか、リース契
約の解約等によるリース
資産の処分損失見込額を
減価償却費として追加計
上しております。

無形固定資産
定額法によっておりま
す。 
なお、耐用年数につい
ては、法人税法に規定
する方法と同一の基準
によっております。但
し、ソフトウェアにつ
いては利用可能期間(５
年)に基づく定額法によ
っております。 
また、リース契約によ
り貸与している資産に
ついてはリース契約期
間を耐用年数とした定
額法による 金額のほ
か、リース契約の解約
等によるリース資産の
処分損失見込額を減価
償却費として追加計上
しております。

(追加情報)
従来、リース取引先の支払不能
時に発生する当該リース契約に
より貸与している資産の処分損
失については、リース債権の貸
倒時に費用処理しておりました
が、当該処分損失の金額が増加
傾向にあることを踏まえ、取引
実態をより的確に表示するた
め、当連結会計年度より過去の
処分損失実績等を勘案した将来
の処分損失見込額を減価償却費
として追加計上しております。
これに伴い、当連結会計年度の
期首時点における変更後の見積
方法による減価償却費追加計上
額5,447百万円をリース資産減価
償却費として特別損失に計上し
ております。 
この結果、従来の方法と比較し
て、営業収益、営業利益及び経
常利益がそれぞれ192百万円減少
し、税金等調整前当期純利益が
5,640百万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える
影響については、当該箇所に記
載しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間に
わたり定額法により償却
しております。 
但し、平成18年３月31日
以前に支出した社債発行
費については、３年間に
わたり均等償却しており
ます。

 (会計方針の変更)
当中間連結会計期間より
「繰延資産の会計処理に
関する当面の取扱い」
(企業会計基準委員会 平
成18年８月11日 実務対
応報告第19号)を適用し
ております。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益が22
百万円、経常利益が27百
万円それぞれ増加し、税
金等調整前中間純損失が
27百万円減少しておりま
す。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間に
わたり定額法により償却
しております。 
但し、平成18年３月31日
以前に支出した社債発行
費については、３年間に
わたり均等償却しており
ます。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
  社債発行費

社債の償還までの期間に
わたり定額法により償却
しております。 
但し、平成18年３月31日
以前に支出した社債発行
費については、３年間に
わたり均等償却しており
ます。

(会計方針の変更)
当連結会計年度より「繰
延資産の会計処理に関す
る当面の取扱い」(企業
会計基準委員会 平成18
年８月11日 実務対応報
告第19号)を適用してお
ります。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益が66
百万円、経常利益及び税
金等調整前当期純利益が
94百万円それぞれ増加し
ております。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

割賦売掛金等の諸債権の

貸倒損失に備えるため、

一般債権及び要注意先債

権に相当する債権につい

ては、一定の種類毎に分

類し、過去の一定期間に

おける各々の貸倒実績か

ら算出した貸倒実績率に

基づき引き当てており、

破産更生債権等について

は、回収不能見込相当額

を計上しております。

投資損失引当金

関係会社への投資に係る
損失に備えるため、投資
先の財政状態等を、勘案
して必要額を計上してお
ります。

賞与引当金

従業員に対して支給する
賞与の支出に備えるた
め、支給見込額のうち当
中間連結会計期間におけ
る負担額を計上しており
ます。

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備え
て、当連結会計年度にお
ける支給見込額の当中間
連結会計期間負担額を計
上しております。

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より
「役員賞与に関する会計
基準」（企業会計基準第
４号 平成17年11月29
日）を適用しておりま
す。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益、経
常利益がそれぞれ87百万
円減少し、税金等調整前
中間純損失が87百万円増
加しております。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

投資損失引当金

同左 

 

 

 

賞与引当金

同左 
 
 
 
 
 

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備え
て、当連結会計年度にお
ける支給見込額の当中間
連結会計期間負担額を計
上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

  同左

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

投資損失引当金

同左 

 

 

 

賞与引当金

従業員に対して支給する
賞与の支出に備えるた
め、支給見込額のうち当
連結会計年度における負
担額を計上しておりま
す。

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備え
て、当連結会計年度にお
ける支給見込額の当連結
会計年度負担額を計上し
ております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「役
員賞与に関する会計基
準」（企業会計基準第４
号 平成17年11月29日）
を適用しております。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益、経
常利益及び税金等調整前
当期純利益がそれぞれ
258百万減少しておりま
す。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。



項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に
備え、過去の返還実績等
を勘案した必要額を計上
しております。

 (追加情報)

日本公認会計士協会より
「消費者金融会社等の利
息返還請求による損失に
係る引当金の計上に関す
る監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会 平成
18年10月13日 業種別委
員会報告第37号）が公表
されたことを踏まえ、当
中間連結会計期間より利
息返還損失引当金の見積
方法を変更しておりま
す。これに伴い、当中間
連結会計期間の期首時点
における変更後の見積方
法による引当金計上額と
前連結会計年度の見積方
法に基づく引当金計上額
7,504百万円(貸倒引当金
期首振替額5,199百万円
を含む)との差額40,924
百万円を利息返還損失引
当金繰入額として特別損
失に計上しております。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益及び
経 常 利 益 が そ れ ぞ れ
3,587百万円増加し、税
金等調整前中間純損失が
37,336百万円増加してお
ります。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。

利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に
備え、過去の返還実績等
を勘案した必要額を計上
しております。

利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に
備え、過去の返還実績等
を勘案した必要額を計上
しております。

 (追加情報)

日本公認会計士協会より
「消費者金融会社等の利
息返還請求による損失に
係る引当金の計上に関す
る監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会 平成
18年10月13日 業種別委
員会報告第37号）が公表
されたことを踏まえ、当
連結会計年度より利息返
還損失引当金の見積方法
を変更しております。こ
れに伴い、当連結会計年
度の期首時点における変
更後の見積方法による引
当金計上額と前連結会計
年度の見積方法に基づく
引当金計上額7,504百万
円(貸倒引当金期首振替
額5,199百万円を含む)と
の差額40,924百万円を利
息返還損失引当金繰入額
として特別損失に計上し
ております。 
この結果、従来の方法と
比較して、営業利益及び
経 常 利 益 が そ れ ぞ れ
5,333百万円増加し、税
金等調整前当期純利益は
35,590百万円減少してお
ります。 
なお、セグメント情報に
与える影響については、
当該箇所に記載しており
ます。

────── 事業構造改革損失引当金 ──────
事業構造改革の実行時に

発生する損失の負担に備

えるため、事業構造改革

の決定時において、将来

発生すると見込まれる損

失額を計上しておりま

す。



項目
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

────── 商品券回収損失引当金 ──────
当社が発行する商品券等

の未回収分について、一

定期間経過後に収益計上

したものに対する将来の

引換請求に備えるため、

過去の回収実績を勘案し

た必要額を計上しており

ます。

（追加情報）

従来、未回収の商品券等

については、一定期間が

経過したときには、負債

計上を中止し営業外収益

に計上しておりました

が、「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」

（日 本 公 認 会 計 士 協

会 監査・保証実務委員

会報告第42号 平成19年

４月13日）が公表された

ことを踏まえ、当中間連

結会計期間より、当該商

品券等が負債計上中止後

に回収された場合に発生

する損失に備えるため、

過去の回収実績に基づく

将来の回収見込額を引当

金として計上する方法に

変更しております。 

この結果、従来の方法と

比較して、経常利益が3

百万円増加し、税金等調

整前中間純利益が108百

万円減少しております。

なお、セグメント情報に

与える影響はありませ

ん。

退職給付引当金

従業員に対する退職給付

の支出に備えるため、当

連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。

過去勤務債務及び数理計

算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(９～11年)による定額法

により、過去勤務債務は

その発生時から、数理計

算上の差異は翌連結会計

年度から費用処理してお

ります。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員に対する退職給付

の支出に備えるため、当

連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上

しております。

過去勤務債務及び数理計

算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(９～11年)による定額法

により、過去勤務債務は

その発生時から、数理計

算上の差異は翌連結会計

年度から費用処理してお

ります。



項目

前中間連結会計期間  
(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金

の支出に備えるため、内

規に基づく中間連結会計

期間末要支給見積額を計

上しております。

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社におい

て、役員に対する退職慰

労金の支出に備えるた

め、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給見積

額を計上しております。

（追加情報）

当社は従来、役員に対す

る退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支

給見積額を計上しており

ましたが、平成19年４月

18日開催の取締役会にお

いて、退職慰労金制度を

平成19年６月23日開催の

定時株主総会終結の時を

もって廃止することを決

議いたしました。これに

伴い、定時株主総会の時

までの在任期間分の退職

慰労金については、打ち

切り支給することとしま

した。なお、支給の時期

は、各役員それぞれの退

任時とし、役員退職慰労

引当金は全額取崩し、退

任時まで固定負債「その

他」として計上しており

ます。なお、当中間連結

会計期間末の「その他」

(固定負債)に含まれる当

該未払金は490百万円で

あります。

役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金

の支出に備えるため、内

規に基づく連結会計年度

末要支給見積額を計上し

ております。

保証債務引当金

保証債務のうち提携金融

機関が行っている個人向

ローンに係る保証債務に

ついて将来発生する危険

負担に備えるため、将来

発生すると見込まれる損

失見込額を、実績率等を

勘案して保証債務引当金

として計上しておりま

す。

保証債務引当金

同左

保証債務引当金

  同左

瑕疵保証引当金

販売用不動産(戸建及び

併用住宅)の引渡後の瑕

疵保証による補修費用の

支出に備えるため、過去

の実績を基礎に補修見積

額を計上しております。

ポイント交換引当金
クレジットカードの利用
促進を目的としてカード
会員に提供しているポイ
ント制度における将来の
交換費用の支出に備える
ため、交換実績等に基づ
き将来発生すると見込ま
れる交換費用負担額を計
上しております。

瑕疵保証引当金

同左 

 

 

 

 

 

ポイント交換引当金
   同左

瑕疵保証引当金

  同左 

 

 

 

 

 

ポイント交換引当金
   同左



 
  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってお
ります。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす

取引については繰延ヘッジ

処理によっております。

なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについて

は特例処理、振当処理の要

件を満たす通貨スワップに

ついては振当処理によって

おります。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ及び通貨ス

ワップ

ヘッジ対象

借入金及び社債

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク

及び為替リスクをヘッジす

る目的に限定し、デリバテ

ィブ取引を行っておりま

す。

なお、デリバティブ取引の

相手先は、格付けの高い金

融機関に限定しておりま

す。

③ ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク

及び為替リスクをヘッジす

るために、デリバティブ取

引を行っております。

なお、デリバティブ取引の

相手先は、格付けの高い金

融機関に限定しておりま

す。

③ ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク

及び為替リスクをヘッジす

る目的に限定し、デリバテ

ィブ取引を行っておりま

す。

なお、デリバティブ取引の

相手先は、格付けの高い金

融機関に限定しておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動の累計又は相場

変動と、ヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計

又は相場変動を半期ごとに

比較し、両者の変動額等を

基礎にして、ヘッジ有効性

を評価しております。但

し、特例処理によっている

金利スワップについては、

有効性の評価を省略してお

ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は

税抜方式で計上してお

ります。但し、固定資

産に係る控除対象外消

費税等は長期前払消費

税等として、投資その

他の資産の「その他」

に計上し、均等償却し

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資であります。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資であります。



会計方針の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準等)

──── (貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準等)

当中間連結会計期間より「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第５号 平成17年
12月９日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月９日）を適用しておりま
す。 
従来の「資本の部」の合計に相当する
金額は、353,966百万円であります。 
なお、当中間連結会計期間における中
間連結貸借対照表の純資産の部につい
ては、中間連結財務諸表規則の改正に
伴い、改正後の中間連結財務諸表規則
により作成しております。

当連結会計年度より「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第５号 平成17年12月
９日）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月９日）を適用しておりま
す。 
従来の「資本の部」の合計に相当する
金額は、373,341百万円であります。 
なお、当連結会計年度における連結貸
借対照表の純資産の部については、連
結財務諸表規則の改正に伴い、改正後
の連結財務諸表規則により作成してお
ります。



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

中間連結貸借対照表関係

１ 従来、旧有限会社法に規定する有限会社に対する出資金

については、「その他」(投資その他の資産)に含めて表

示しておりましたが、会社法及び会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律が施行されたことに伴い、

旧有限会社法に規定する有限会社に対する出資持分が株

式とみなされることとなったことから、当中間連結会計

期間より「投資有価証券」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は208百万円であり、前中間連結会計

期間末の「その他」(投資その他の資産)出資金に含まれ

る当該出資の額は205百万円であります。

２ 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

区分掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん」と表示しております。

────

中間連結損益計算書関係 中間連結損益計算書関係

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」とし

て区分掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」と表示しております。

当中間連結会計期間において、事業の種類別セグメント情報

における事業区分の変更を実施したことに伴い、営業収益の

区分表示を変更しております。 

なお、変更後の事業区分に基づいた前中間連結会計期間の営

業収益の区分は次のとおりであります。

 

区分 金額（百万円）

１クレジットサービス事業収益 119,934 

２ファイナンス事業利益

ファイナンス事業収益 47,943 

ファイナンス事業原価 30,802 17,140

３不動産関連事業利益

不動産関連事業収益 60,012

不動産関連事業原価 46,883 13,128 

４エンタテイメント事業利益

エンタテイメント事業収益 71,605 

エンタテイメント事業原価 62,224 9,380 

５その他の事業利益

その他の事業収益 631

その他の事業原価 ─ 631 

６金融収益 5,446 

営業収益合計 165,662 

中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 ────

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」とし

て区分掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」と表示しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 割賦売掛金

当中間連結会計期間末におい
て、流動化している割賦売掛金
残高は次のとおりであります。
カードショッピング(総合あっせ
ん)

リボルビング払い債権

23,229百万円

１回払い債権

80,000百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

28,735百万円

なお、割賦売掛金に含まれてい
る流動化に伴う信託受益権及び
未収金債権は次のとおりであり
ます。
カードショッピング(総合あっせ
ん)

リボルビング払い債権

25,235百万円

１回払い債権

148,077百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

15,907百万円

※１ 割賦売掛金

当中間連結会計期間末におい
て、流動化している割賦売掛金
残高は次のとおりであります。
カードショッピング(総合あっせ
ん)

１回払い債権

70,000百万円

カードキャッシング
リボルビング払い債権

28,735百万円
不動産担保ローン(各種ローン)

68,117百万円

なお、割賦売掛金に含まれてい
る流動化に伴う信託受益権及び
未収金債権等は次のとおりであ
ります。
カードショッピング(総合あっせ
ん)

１回払い債権

149,119百万円

カードキャッシング
リボルビング払い債権

15,391百万円

不動産担保ローン(各種ローン)

25,388百万円

また、割賦売掛金残高のうち、
通常の取引に基づいて取得した
営業上の信託受益権405百万円が
含まれております。

※１ 割賦売掛金

当連結会計年度末において、流
動化している割賦売掛金残高は
次のとおりであります。 
カードショッピング(総合あっせ
ん) 
 リボルビング払い債権

10,100百万円

１回払い債権等

90,000百万円

  カードキャッシング(融資)
   リボルビング払い債権

28,750百万円

なお、割賦売掛金に含まれてい
る流動化に伴う信託受益権及び
未収金債権は次のとおりであり
ます。
カードショッピング(総合あっせ
ん)

リボルビング払い債権

36,840百万円

１回払い債権等

161,515百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

14,730百万円

また、割賦売掛金残高のうち、
通常の取引に基づいて取得した
営業上の信託受益権866百万円が
含まれております。

※２ たな卸資産の内訳

買取債権 18,982百万円

販売用不動産 109,655百万円

その他 3,064百万円

計 131,702百万円

※２ たな卸資産の内訳

買取債権 22,300百万円

販売用不動産 134,918百万円

その他 3,637百万円

計 160,856百万円

※２ たな卸資産の内訳

買取債権 21,429百万円

販売用不動産 123,667百万円

その他 2,859百万円

計 147,956百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

   144,322百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

   168,433百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

   155,454百万円

 

※４ 担保資産

 担保に供して  担保資産に
いる資産 対応する債務

種類
金額

種類
金額

 (百万円)  (百万円)

現金及び
100

その他
66

預金 流動負債

173

一年以内に

5,308
投資有価 返済予定の

証券(注)１ 長期借入金

(注）２

計 273 計 5,374

(注)１ 従来、旧有限会社法に規定する有
限会社に対する出資金について
は、「その他」(投資その他の資
産)に含めて表示しておりました
が、会社法及び会社法の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律
が施行されたことに伴い、旧有限
会社法に規定する有限会社に対す
る出資持分が株式とみなされるこ
ととなったことから、当中間連結
会計期間より「投資有価証券」に
含めて表示しております。

   ２ 非連結子会社の金融機関からの借
入金であります。

※４       ────

 

※４ 担保資産

 担保に供して  担保資産に
いる資産 対応する債務

種類
金額

種類
金額

 (百万円)  (百万円)

126 

一年以内に

2,887 
投資有価 返済予定の

証券(注)１ 長期借入金

(注）２

計 126  計 2,887 

(注)１ 従来、旧有限会社法に規定する有
限会社に対する出資金について
は、「その他」(投資その他の資
産)に含めて表示しておりました
が、会社法及び会社法の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律
が施行されたことに伴い、旧有限
会社法に規定する有限会社に対す
る出資持分が株式とみなされるこ
ととなったことから、当連結会計
年度より「投資有価証券」に含め
て表示しております。

  ２ 非連結子会社の金融機関からの借
入金であります。

※５  投資有価証券のうち835百万円
は、株券貸借契約による貸付を
行っております。

※５   投資有価証券のうち661百万円に
ついては、株券貸借契約を締結
しております。

※５  投資有価証券のうち745百万円
は、株券貸借契約による貸付を
行っております。 



次へ 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

 ６ 偶発債務

   債務保証

(保証先) (保証金額)

１ 提携金融機関 
が行っている 
個人向けロー 
ンに係る顧客等

104,797百万円

２ 提携金融機関 
が行っている 
絵画担保融資 
に係る顧客

1,215百万円

３  提携金融機関等
が行っている不
動産担保ローン
に係る顧客

13,393百万円

４ ㈱ローソン・シ

ーエス・ 

カード

10,920百万円

５ ㈲ＰＡＭ・Ｊ 223百万円

６ 世 尊 商 務 諮 詢
（上海） 
有限公司

3百万円

計 130,553百万円
 

 ６ 偶発債務

   債務保証

(保証先) (保証金額)

１ 提携金融機関 
が行っている 
個人向けロー 
ンに係る顧客

134,382百万円

２ 提携金融機関 
が行っている 
絵画担保融資 
に係る顧客

1,105百万円

３ 提携金融機関等
が行っている不
動産担保ローン
に係る顧客

24,728百万円

４ ㈱ローソン・シ

ーエス・ 

カード

12,510百万円

５ ㈲ＰＡＭ・Ｊ 173百万円

６ 世 尊 商 務 諮 詢
（上海） 
有限公司

2百万円

計 172,902百万円

 ６ 偶発債務

   債務保証

(保証先) (保証金額)

１ 提携金融機関
が行っている
個人向けロー
ンに係る顧客

119,846百万円

２ 提携金融機関 
が行っている 
絵画担保融資 
に係る顧客

1,160百万円

３ 提携金融機関等
が行っている不
動産担保ローン
に係る顧客

18,966百万円

４ ㈱ローソン・シ

ーエス・ 

カード

11,955百万円

５ ㈲ＰＡＭ・Ｊ 248百万円

６ 世 尊 商 務 諮 詢
（上海） 
有限公司

3百万円

計 152,178百万円

※７ 「一年以内に償還予定の債権譲渡
支払債務」及び「債権譲渡支払債
務」は、リース料債権の流動化に
伴い発生した債務であります。

※７      同左 ※７       同左 

 

 ８ 当社及び連結子会社においては、
クレジットカード業務に附帯する
キャッシングサービス及びカード
ローン業務等を行っております。
当該業務における貸出コミットメ
ントに準ずる貸出未実行額は次の
とおりであります。

利用限度 
額の総額

8,507,903百万円

貸出実行 
残高

645,243百万円

差引額 7,862,660百万円

なお、上記の貸出コミットメント
に準ずる契約においては、その殆
どがクレジットカードの附帯機能
であるキャッシングサービスとし
て当社の会員に付与しているもの
であるため、必ずしも貸出未実行
額の全額が貸出実行されるもので
はありません。
また、上記には流動化しているカ
ードキャッシングリボルビング払
い債権に係る金額が含まれており
ます。

 

 ８ 当社及び連結子会社においては、
クレジットカード業務に附帯する
キャッシングサービス及びカード
ローン業務等を行っております。
当該業務における貸出コミットメ
ントに準ずる貸出未実行額は次の
とおりであります。

利用限度 
額の総額

8,698,336百万円

貸出実行 
残高

665,635百万円

差引額 8,032,701百万円

なお、上記の貸出コミットメント
に準ずる契約においては、その殆
どがクレジットカードの附帯機能
であるキャッシングサービスとし
て当社の会員に付与しているもの
であるため、必ずしも貸出未実行
額の全額が貸出実行されるもので
はありません。
また、上記には流動化しているカ
ードキャッシングリボルビング払
い債権に係る金額が含まれており
ます。

 

 ８ 当社及び連結子会社においては、
クレジットカード業務に附帯する
キャッシングサービス及びカード
ローン業務等を行っております。
当該業務における貸出コミットメ
ントに準ずる貸出未実行額は次の
とおりであります。

利用限度 
額の総額

8,622,255百万円

貸出実行 
残高

652,816百万円

差引額 7,969,439百万円

なお、上記の貸出コミットメント
に準ずる契約においては、その殆
どがクレジットカードの附帯機能
であるキャッシングサービスとし
て当社の会員に付与しているもの
であるため、必ずしも貸出未実行
額の全額が貸出実行されるもので
はありません。
また、上記には流動化しているカ
ードキャッシングリボルビング払
い債権に係る金額が含まれており
ます。

 



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 13,254百万円

ポイント 
交換引当金 
繰入額

5,878百万円

貸倒引当金 
繰入額

24,040百万円

利息返還 
損失引当金 
繰入額

740百万円

保証債務引 
当金繰入額

1,378百万円

役員報酬 439百万円

従業員給与 
賞与手当

17,271百万円

賞与引当金 
繰入額

2,469百万円

退職給付 
費用

405百万円

支払手数料 25,455百万円

減価償却費 5,458百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 11,503百万円

ポイント 
交換引当金 
繰入額

6,526百万円

貸倒引当金 
繰入額

29,533百万円

利息返還 
損失引当金 
繰入額

8,706百万円

保証債務引 
当金繰入額

1,870百万円

役員報酬 473百万円

従業員給与 
賞与手当

17,349百万円

賞与引当金 
繰入額

2,380百万円

退職給付 
費用

437百万円

支払手数料 26,318百万円

減価償却費 6,717百万円

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 25,375百万円

ポイント 
交換引当金 
繰入額

11,205百万円

貸倒引当金 
繰入額

53,272百万円

貸倒損失 536百万円

利息返還 
損失引当金 
繰入額

4,065百万円

保証債務 
引当金 
繰入額

2,543百万円

役員報酬 872百万円

役員賞与 98百万円

役員賞与 
引当金 
繰入額

160百万円

従業員給与 
賞与手当

36,361百万円

賞与引当金 
繰入額

2,159百万円

退職給付 
費用

819百万円

支払手数料 50,900百万円

減価償却費 11,049百万円

 

※２ 固定資産処分損の内訳

建物 
〈除却損〉

79百万円

その他 
(器具備品等) 
〈除却損〉

117百万円

ソフトウェア 
〈除却損〉

13百万円

その他 
(器具備品等) 
〈売却損〉

0百万円

計 211百万円
 

※２ 固定資産処分損の内訳

建物 
〈除却損〉

54百万円

その他 
(器具備品等) 
〈除却損〉

109百万円

ソフトウェア 
〈除却損〉

4百万円

その他 
(長期前払費用)
〈除却損〉

22百万円

計 190百万円
 

※２ 固定資産処分損の内訳

建物 
〈除却損〉

90百万円

その他 
(器具備品等) 
〈除却損〉

135百万円

ソフトウェア 
〈除却損〉

17百万円

その他 
(器具備品等) 
〈売却損〉

0百万円

計 243百万円



 
  

  前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

  当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

 前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

※３      ────

 

 

 

※３ 事業構造改革損失の内訳

営業拠点の再編を決定したことに伴
い、当中間連結会計期間において、事
業構造改革損失を計上しております。
事業構造改革損失の内訳は次のとおり
であります。

事業構造改革損失 
引当金繰入額

1,624百万円

減損損失 781百万円

その他 34百万円

計 2,440百万円

（減損損失）
当社は、以下の資産グループについて
減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

賃貸用 
不動産

建物、その他 
（器具備品）、 
その他 
（長期前払費用）

東北

（経緯）
賃貸用不動産については、営業損益の
悪化が見られると同時に短期的に業績
の回復が見込まれないため、減損損失
の計上に至りました。

（減損損失の金額）

種類 金額

 有形固定資産
  建物
  その他（器具備品）

745百万円
0百万円

 投資その他の資産
  その他(長期前払費用)

36百万円

合 計 781百万円

（回収可能価格の算定方法）
賃貸用不動産については、回収可能価
額として使用価値を使用しており、そ
の算定の際に適用した割引率は5.0％で
あります。

（グルーピングの方法)
当社は、損益管理を合理的に行える事
業単位によって資産グルーピングを行
っております。 
なお、賃貸用不動産及び稼動休止資産
については物件単位によって資産グル
ーピングを行っております。

※３      ──── 



次へ 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

※４ 減損損失
一部の連結子会社においては、
以下の資産グループについて減
損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

一部の 
遊技施設

建物、 
その他 
（器具備品）

関東 

甲信越

運営施設

建物、 
ソフトウェア、 
その他 
（器具備品）

東京都

事業所資産
土地、建物、 
その他 
（器具備品）

東京都 

大阪府

(経緯)
遊技施設、運営施設については、
営業損益の悪化が見られると同時
に短期的に業績の回復が見込まれ
ないため、減損損失の計上に至り
ました。 
また、事業所資産については、子
会社の事業所移転計画等に従い、
減損損失の計上に至りました。

(減損損失の金額)

種類 金額

 有形固定資産
  土地
  建物
  その他（器具備品）

13百万円
136百万円
139百万円

 無形固定資産
   ソフトウェア 0百万円

 流動負債
  リース資産減損勘定 9百万円

合 計 299百万円

 
 
 
（回収可能価額の算定方法）

運営施設、事業所資産について
は、回収可能価額として正味売却
価額を使用しており、時価の算定
方法には業者等の第三者評価額を
用いております。 
また、一部の遊技施設には回収可
能価額として使用価値を使用して
おり、その算定の際に適用した割
引率は5.0％であります。

 (グルーピングの方法)
当社及び当社グループは、損益管
理を合理的に行える事業単位によ
って資産グルーピングを行ってお
ります。 
なお、賃貸用不動産及び稼動休止
資産については物件単位、運営施
設及び遊技施設については施設単
位によって資産グルーピングを行
っております。

 

 

※４ 減損損失
一部の連結子会社においては、
以下の資産グループについて減
損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

遊技施設

建物、 
その他 
（器具備品）、 
差入保証金

関東 

甲信越

運営施設
建物、 
その他 
（器具備品）

関東

 
 
 
 
 

（経緯）
遊技施設、運営施設については、
営業損益の悪化が見られると同時
に短期的に業績の回復が見込まれ
ないため、減損損失の計上に至り
ました。 
 
 

（減損損失の金額）

種類 金額

 有形固定資産
  建物
  その他（器具備品）

326百万円
118百万円

 投資その他の資産
  差入保証金 4百万円

合 計 449百万円

 
 
 
 
 
 

（回収可能価額の算定方法）
遊技施設、運営施設については、
回収可能価額として使用価値を使
用しており、その算定の際に適用
した割引率は5.0％であります。 
  
 
 
 
 

 (グルーピングの方法)
当社及び当社グループは、損益管
理を合理的に行える事業単位によ
って資産グルーピングを行ってお
ります。 
なお、賃貸用不動産及び稼動休止
資産については物件単位、運営施
設及び遊技施設については施設単
位によって資産グルーピングを行
っております。

 

 

※４ 減損損失
一部の連結子会社においては、
以下の資産グループについて減
損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

遊技施設

建物、 
その他 
（器具備品）、 
差入保証金

関東 

甲信越

運営施設

建物、  
その他 
（器具備品）、 
ソフトウェア

東京都

事業所資産
土地、建物、 
その他 
（器具備品）

東京都 

大阪府

（経緯）
遊技施設、運営施設については、
営業損益の悪化が見られると同時
に短期的に業績の回復が見込まれ
ないため、減損損失の計上に至り
ました。 
また、事業所資産については、子
会社の事業所移転計画等に従い、
減損損失の計上に至りました。

 （減損損失の金額）

種類 金額

 有形固定資産
  建物
  土地
  その他（器具備品）

1,635百万円
13百万円

623百万円

 無形固定資産
   ソフトウェア 0百万円

 投資その他の資産
  差入保証金

85百万円

流動負債 
  リース資産減損勘定 9百万円

合 計 2,369百万円

（回収可能価額の算定方法）
運営施設、事業所資産について
は、回収可能価額として正味売却
価額を使用しており、時価算定方
法には業者等の第三者評価額を用
いております。 
また、遊技施設については、回収
可能価額として使用価値を使用し
ており、その算定の際に適用した
割引率は5.0％であります。

 (グルーピングの方法)
当社及び当社グループは、損益管
理を合理的に行える事業単位によ
って資産グルーピングを行ってお
ります。 
なお、賃貸用不動産及び稼動休止
資産については物件単位、運営施
設及び遊技施設については施設単
位によって資産グルーピングを行
っております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

 (変動事由の概要)  

 (注)１ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

       ・新株予約権の行使による増加           416千株 

２ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

      ・単元未満株式の買取りによる増加                0千株 

      ・連結子会社からの取得による増加                4千株 

        減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

      ・単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  0千株 
  

  
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数の変動事由の概要 

 ・平成14年６月27日定時株主総会決議ストック・オプションの減少は、行使及び失効によるものです。 

 ・平成15年６月27日定時株主総会決議ストック・オプションの減少は、行使及び失効によるものです。 

 ・平成17年６月25日定時株主総会決議ストック・オプションの減少は、失効によるものです。 

３ 平成17年６月25日定時株主総会決議ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

４ 会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
増加株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数 
（千株）

当中間連結会計期間末 
株式数 

（千株）

発行済株式

 普通株式（注）１ 180,716 416 ― 181,133

自己株式

 普通株式（注）２ 1,732 5 0 1,737

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結 
会計期間末 

残高 
(百万円)

前連結 
会計年度末

当中間連結 
会計期間 

増加

当中間連結 
会計期間 

減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成14年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション

普通株式 785,700 ― 260,700 525,000 ―

平成15年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション

普通株式 862,900 ― 176,600 686,300 ―

平成17年６月25日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション

普通株式 1,778,000 ― 52,600 1,725,400 ―

（連結子会社） 
㈱アトリウム

平成15年12月16日 
臨時株主総会決議 
ストック・オプション

───── ―

平成16年９月13日 
臨時株主総会決議 
ストック・オプション

───── ―

合計 ───── ―

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月24日 
定時株主総会

普通株式 4,655百万円 26円00銭 平成18年３月31日 平成18年６月24日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

 (注)１ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

       ・新株予約権の行使による増加                  296千株 

２ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

      ・当社株式を保有する連結子会社に対する持分の変動による増加    5千株 

      ・単元未満株式の買取りによる増加                 1千株 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
増加株式数 
（千株）

当中間連結会計期間 
減少株式数 
（千株）

当中間連結会計期間末 
株式数 

（千株）

発行済株式

 普通株式（注）１ 181,312 296 ─ 181,609

自己株式

 普通株式（注）２ 1,710 6 ─ 1,716

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月23日 
定時株主総会

普通株式 5,030百万円 28円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月23日



前へ   次へ 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

 (注)１ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

       ・新株予約権の行使による増加        596千株 

 ２ 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

      ・ＴｏＳＴＮｅＴ－２による取得      4,683千株 

     ・連結子会社からの取得による増加       4千株 

     ・単元未満株式の買取りによる増加        2千株 

     減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

      ・第三者割当処分による減少                      4,683千株 

      ・連結子会社及び持分法適用会社が所有する当社株式の処分による減少  28千株 

      ・単元未満株式の買増し請求者への売却による減少            0千株 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数 
（千株）

当連結会計年度 
増加株式数 
（千株）

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株）

当連結会計年度末 
株式数 

（千株）

発行済株式

 普通株式（注）１ 180,716 596 ─ 181,312

自己株式

 普通株式（注）２ 1,732 4,690 4,712 1,710

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月24日 
定時株主総会

普通株式 4,655百万円 26円00銭 平成18年３月31日 平成18年６月24日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金  5,030百万円 28円00銭  平成19年３月31日 平成19年６月23日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

現金及び預金 56,075百万円

拘束性預金 △100百万円

分別管理預金 △62百万円

現金及び現金 
同等物

55,912百万円

※２     ───── 
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

現金及び預金 42,066百万円

有価証券 15,000百万円

短期貸付金 4,996百万円

分別管理預金 △84百万円

現金及び現金 
同等物

61,978百万円

※２ 投資有価証券の売却等による収入
の内訳

投資有価証券の
売却による収入 422百万円

投資有価証券の
償還等による収
入 7,663百万円

投資事業組合等
の分配又は出資
金等の返戻によ
る収入 1,039百万円

合計 9,125百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係

現金及び預金 55,961百万円

有価証券 1,499百万円

短期貸付金 5,000百万円

分別管理預金 △64百万円

現金及び現金 
同等物

62,397百万円

※２ 投資有価証券の売却等による収入
の内訳

投資有価証券の
売却による収入 10,248百万円

投資有価証券の
償還等による収
入 6,655百万円

投資事業組合等
の分配又は出資
金等の返戻によ
る収入 7,557百万円

合計 24,461百万円



(リース取引関係) 
  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

建物 1,416 816 600

ソフト 
ウェア

1 0 0

その他 
(器具 
備品等)

3,878 1,822 2,056

 合計 5,296 2,638 2,657

 

 

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 

相当額
(百万円) (百万円) (百万円)

建物 600 353 247

その他 
(器具 
備品等)

2,147 1,059 1,087

 合計 2,747 1,412 1,335

  

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

建物 1,217 696 520

その他 
(器具 
備品等)

3,068 1,344 1,723

 合計 4,285 2,041 2,243

 

  (2) 未経過リース料中間期末残高相当
額等

１年以内 870百万円

１年超 1,914百万円

計 2,784百万円

  リース資産減損勘定の期末残高  
18百万円

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当
額等

１年以内 519百万円

１年超 882百万円

計 1,401百万円

  リース資産減損勘定の期末残高 

13百万円

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 779百万円

１年超 1,559百万円

計 2,339百万円

 リース資産減損勘定の期末残高  
16百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額、
支払利息相当額及び減損損失

① 支払リース料 512百万円

② リース資産 
  減損勘定の 
  取崩額  

1百万円

③ 減価償却費 
  相当額

478百万円

④ 支払利息 
  相当額

41百万円

⑤ 減損損失 9百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額、
支払利息相当額及び減損損失

① 支払リース料 425百万円

② リース資産 
  減損勘定の 
  取崩額  

2百万円

③ 減価償却費 
  相当額

391百万円

④ 支払利息 
  相当額

33百万円

⑤ 減損損失 ─百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額、
支払利息相当額及び減損損失

① 支払リース料 1,000百万円

② リース資産 
  減損勘定の 

  取崩額  
4百万円

③ 減価償却費 
  相当額

916百万円

④ 支払利息 
  相当額

77百万円

⑤ 減損損失 9百万円

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法
      リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお
ります。

  ・利息相当額の算定方法
   リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額
とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法

同左



前へ   次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却
累計額及び中間期末残高

取得価額
減価償却 
累計額

中間期末
残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

270,308 113,233 157,075

ソフト 
ウェア

18,746 5,021 13,724

合計 289,055 118,254 170,800

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却
累計額及び中間期末残高

取得価額
減価償却
累計額

中間期末
残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

298,092 132,213 165,878

ソフト 
ウェア

26,876 9,336 17,539

合計 324,968 141,549 183,418

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却
累計額及び期末残高

取得価額
減価償却 
累計額

期末残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

286,304 123,196 163,107

ソフト 
ウェア

23,400 7,029 16,370

合計 309,704 130,226 179,477

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当
額

１年以内 43,012百万円

１年超 141,320百万円

計 184,332百万円

 (注) 上記金額にはリース料債権の流動
化に伴い譲渡したリース契約債権
が含まれております。

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当
額

１年以内 48,722百万円

１年超 150,201百万円

計 198,923百万円

 (注)     同左
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 46,245百万円

１年超 147,698百万円

計 193,943百万円

 (注)     同左

    

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受
取利息相当額

① 受取リース料 25,968百万円

② 減価償却費 28,303百万円

上記の減価償却費には、特別
損失に計上した減価償却費追
加計上額5,447百万円が含まれ
ております。

③ 受取利息 
  相当額

5,019百万円

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受
取利息相当額

① 受取リース料 29,308百万円

② 減価償却費 26,632百万円

③ 受取利息 
  相当額

5,347百万円

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受
取利息相当額

① 受取リース料 53,624百万円

② 減価償却費 53,268百万円

上記の減価償却費には、特別
損失に計上した減価償却費追
加計上額5,447百万円が含まれ
ております。

③ 受取利息 
  相当額

10,203百万円

 (4) 利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取
得価額との差額を利息相当額と
し、各期への配分方法について
は、利息法によっております。

 (4) 利息相当額の算定方法

同左

 (4) 利息相当額の算定方法

同左

 

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 90百万円

１年超 51百万円

計 142百万円
 

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 1,125百万円

１年超 4,030百万円

計 5,155百万円

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 685百万円

１年超 2,752百万円

計 3,437百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損０百万円を計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損1,504百万円を計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 表中の「その他」には譲渡性預金15,000百万円が含まれております。 

  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 25,723 60,471 34,748

(2) 債券

   社債 340 320 △20

(3) その他 623 597 △25

合計 26,687 61,390 34,702

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他の有価証券

 非上場株式 10,399

 非上場債券 8,864

 その他 11,056

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 

(百万円

差額 
(百万円)

(1) 株式 24,861 50,370 25,509

(2) 債券

   社債 300 289 △10

(3) その他 762 880 117

合計 25,923 51,540 25,616

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他の有価証券

 非上場株式 8,563

 その他 23,602



前へ   次へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
１ 金利関連 

  

 
(注) １ 時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しておりま

す。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
  
２ その他 

  

 
(注) 時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 26,495 58,815 32,320

(2) 債券

   国債・地方債等 1,499 1,499 0

   社債 300 297 △2

 (3) その他 294 301 6

合計 28,589 60,913 32,324

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他の有価証券

 非上場株式 8,046

 非上場債券 5,164

 その他 5,238

種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

契約額等
契約額等 
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

契約額等
契約額等
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

契約額等
契約額等 
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

金利スワップ取引

 受取変動・支払固定 13,795 11,147 △269 △269 11,147 ─ △34 △34 12,471 250 △124 △124

合計 13,795 11,147 △269 △269 11,147 ─ △34 △34 12,471 250 △124 △124

種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

契約額等
契約額等 
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

契約額等
契約額等
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

契約額等
契約額等 
のうち 
１年超

時価
評価 
損益

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

クレジットデリバ 
ティブ取引

 売建 ― ― ― ― 2,000 ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─

合計 ― ― ― ― 2,000 ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

 
 (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

会社名(発行会社） ㈱クレディセゾン ㈱クレディセゾン ㈱クレディセゾン

 決議年月日 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成17年６月25日

 付与対象者の区分及び人数

 発行会社の取締役 18名  発行会社の取締役 17名  発行会社の取締役 17名

 発行会社の監査役 ４名  発行会社の監査役 ４名  発行会社の監査役 ４名

 発行会社の顧問 １名  発行会社の顧問 １名  発行会社の従業員 3,733名

 発行会社の従業員 3,619名  発行会社の従業員 3,577名  発行会社の関係会社
41名

 発行会社の関係会社
71名

 発行会社の関係会社
68名

 取締役

 取締役  取締役  発行会社の関係会社
４名

 発行会社の関係会社
８名

 発行会社の関係会社
９名

 監査役

 監査役  監査役  発行会社の関係会社
１名

 執行役員

 発行会社の関係会社
４名

 顧問

 株式の種類及び付与数(注)１  普通株式      4,430,500株  普通株式      3,818,400株  普通株式      1,866,900株

 付与日 平成14年７月31日 平成15年７月24日 平成17年７月21日

 権利確定条件
 権利確定条件は付されてお 
 りません

 権利確定条件は付されてお 
 りません

 権利確定条件は付されてお 
 りません

 対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり 
 ません

 対象勤務期間の定めはあり 
 ません

 対象勤務期間の定めはあり 
 ません

 権利行使期間
 平成16年６月30日～  平成17年６月30日～  平成19年６月30日～

平成19年６月29日 平成20年６月29日 平成22年６月29日

 権利行使価格 (円) 2,978 2,095 3,740

 公正な評価単価 
(付与日) (注)２

(円) － － －

会社名(発行会社） ㈱アトリウム ㈱アトリウム

 決議年月日 平成15年12月16日 平成16年９月13日

 付与対象者の区分及び人数

 発行会社の役員 13名  発行会社の役員 11名

 発行会社の従業員 264名  発行会社の従業員 335名

 発行会社の子会社の
３名

 発行会社の子会社の
３名

 取締役  取締役

 発行会社の外部の
26名

 発行会社の外部の
11名

 取引先  取引先

 発行会社の外部の
１名

 発行会社のアドバイ
11名

 取引先個人  ザリースタッフ個人

 株式の種類及び付与数(注)１  普通株式     5,306,400株  普通株式      3,820,200株

 付与日 平成16年１月16日 平成16年12月17日

 権利確定条件
 権利確定条件は付されてお 
 りません

 権利確定条件は付されてお 
 りません

 対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり 
 ません

 対象勤務期間の定めはあり 
 ません

 権利行使期間
 平成17年12月17日～  平成18年９月14日～

平成20年12月16日 平成21年９月13日

 権利行使価格 (円) 162 259

 公正な評価単価 
(付与日) (注)２

(円) － －



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の内容を勘案して決定したものです。 

  

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 信販及び金融事業 ……………販売信用、融資業、債権回収業等 

(2) エンタテインメント事業 ……アミューズメント業等 

(3) 不動産事業 ……………………不動産販売、不動産賃貸業等 

(4) リース事業 ……………………リース業 

(5) その他の事業 …………………保険代理店業等 

  

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

  

 
  

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、従来、リース取

引先の支払不能時に発生する当該リース契約により貸与している資産の処分損失については、リース債権の

貸倒時に費用処理しておりましたが、当該処分損失の金額が増加傾向にあることを踏まえ、取引実態をより

的確に表示するため、当中間連結会計期間より過去の処分損失実績等を勘案した将来の処分損失見積額を減

価償却費として追加計上しております。 

この結果、従来の方法と比較して、リース事業の営業収益及び営業利益がそれぞれ12百万円増加しておりま

す。 

  

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しております。 

この結果、従来の方法と比較して信販及び金融事業の営業費用が22百万円減少し、営業利益が同額増加して

おります。 

  

６ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しており

ます。 

この結果、従来の方法と比較して全社の営業費用が87百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

７ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、日本公認会計士

協会より「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 平成18年10月13日 業種別委員会報告第37号）が公表されたことを踏まえ、当中間連結会

計期間より利息返還損失引当金の見積方法を変更しております。 

この結果、従来の方法と比較して信販及び金融事業の営業費用が3,587百万円減少し、営業利益が同額増加

しております。 

信販及び 
金融事業

エンタテイ
ンメント 
事業

不動産
事業

リース
事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対 
   する営業収益

138,024 9,380 11,843 3,544 2,869 165,662 ― 165,662

 (2) セグメント間 
   の内部営業収 
   益又は振替高

80 20 389 20 195 705 (705) ―

計 138,104 9,400 12,233 3,564 3,064 166,368 (705) 165,662

営業費用 107,500 8,076 5,402 2,165 618 123,762 2,032 125,794

営業利益 30,604 1,324 6,831 1,398 2,445 42,605 (2,737) 39,867

当中間連結会計期間 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能 
営業費用の金額(百万円)

2,587
提出会社の本社管理部門に 
係る費用等



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の内容を勘案して決定したものです。 

  

２ 事業区分の変更 

事業区分については、従来、「信販及び金融事業」、「エンタテインメント事業」、「不動産事業」、「リ

ース事業」及び「その他の事業」としておりましたが、当中間連結会計期間より「クレジットサービス事

業」、「ファイナンス事業」、「不動産関連事業」、「エンタテインメント事業」及び「その他の事業」と

することに変更いたしました。 

この変更は、貸金業法等の改正などクレジットカード業界を取り巻く環境が著しく変化する中、当社グルー

プは事業構造の見直しを行い、クレジットカードビジネスを中心とした「クレジットサービス事業」を軸と

しつつ、新たにローンビジネス及びリース業を中心に集約した「ファイナンス事業」の拡大を重要課題と位

置づけ、本年新たに中期経営計画を策定したことに伴って行ったものです。当該事業構造の見直しによる中

期経営計画の策定に伴い、経営実態をより適切に反映するため、従来の事業区分の見直しを行い、「信販及

び金融事業」、「リース事業」及び「その他の事業」に含まれるクレジットサービス事業の事業形態に類似

する事業を改めて「クレジットサービス事業」と「ファイナンス事業」に区分表示しております。また、前

中間連結会計期間まで「信販及び金融事業」に含めておりました不動産融資保証事業については、「不動産

事業」と事業形態上の同一性が高いことから、経営実態をより適切に反映するため、それらを集約して「不

動産関連事業」として表示しております。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事

業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

クレジット
サービス 
事業

ファイナン
ス事業

不動産関連
事業

エンタテイ
ンメント 
事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対 
   する営業収益

130,043 21,880 17,312 7,323 819 177,379 ─ 177,379

 (2) セグメント間 
   の内部営業収 
   益又は振替高

297 170 3,423 14 ─ 3,906 (3,906) ─

計 130,341 22,051 20,735 7,337 819 181,286 (3,906) 177,379

営業費用 112,392 17,192 6,961 9,346 367 146,260 (1,013) 145,247

営業利益又は 

営業損失（△）
17,948 4,859 13,774 △2,009 452 35,025 (2,893) 32,132



前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

３ 各事業区分の主要な内容 

(1) クレジットサービス事業 ……クレジットカード事業、サービサー（債権回収）事業等 

(2) ファイナンス事業 ……………信用保証事業、各種ローン事業、リース事業等 

(3) 不動産関連事業 ………………不動産流動化事業、サービサー事業、不動産ファンド事業、 

                不動産融資保証事業、不動産賃貸事業等 

(4) エンタテインメント事業 ……アミューズメント事業等 

(5) その他の事業 …………………保険代理店業、情報処理サービス業、損害保険業等 

  

４ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 
  

 
  

クレジット
サービス 
事業

ファイナン
ス事業

不動産関連
事業

エンタテイ
ンメント 
事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対 
   する営業収益

125,381 17,140 13,128 9,380 631 165,662 ─ 165,662

 (2) セグメント間 
   の内部営業収 
   益又は振替高

224 128 1,983 20 ─ 2,357 (2,357) ─

計 125,605 17,268 15,112 9,400 631 168,019 (2,357) 165,662

営業費用 99,608 11,469 5,921 8,076 339 125,414 380 125,794

営業利益 25,997 5,799 9,191 1,324 292 42,605 (2,737) 39,867

クレジット
サービス 
事業

ファイナン
ス事業

不動産関連
事業

エンタテイ
ンメント 
事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対 
   する営業収益

255,258 37,053 23,179 16,874 1,317 333,683 ─ 333,683

 (2) セグメント間 
   の内部営業収 
   益又は振替高

475 291 4,641 46 ─ 5,454 (5,454) ─

計 255,734 37,344 27,820 16,920 1,317 339,137 (5,454) 333,683

営業費用 205,175 25,374 12,432 14,874 653 258,512 (30) 258,481

営業利益 50,558 11,970 15,388 2,045 663 80,625 (5,424) 75,201

当中間連結会計期間 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能 
営業費用の金額(百万円)

2,759
提出会社の本社管理部門に 
係る費用等



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の内容を勘案して決定したものです。 

  

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 信販及び金融事業 ……………販売信用、融資業、債権回収業等 

(2) エンタテインメント事業 ……アミューズメント業等 

(3) 不動産事業 ……………………不動産流動化事業、サービサー事業、不動産ファンド事業等 

(4) リース事業 ……………………リース業 

(5) その他の事業 …………………保険代理店業等 

  

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

 
  

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、従来、リース取引先

の支払不能時に発生する当該リース契約により貸与している資産の処分損失については、リース債権の貸倒

時に費用処理しておりましたが、当該処分損失の金額が増加傾向にあることを踏まえ、取引実態をより的確

に表示するため、当連結会計年度より過去の処分損失実績等を勘案した将来の処分損失見積額を減価償却費

として追加計上しております。 

この結果、従来の方法と比較して、リース事業の営業収益及び営業利益がそれぞれ192百万円減少しており

ます。 

  

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報

告第19号）を適用しております。 

この結果、従来の方法と比較して信販及び金融事業の営業費用が66百万円減少し、営業利益が同額増加して

おります。 

  

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

この結果、従来の方法と比較して信販及び金融事業、不動産事業及び全社の営業費用が20百万円、77百万

円、160百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

７ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、日本公認会計士協会

より「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会 平成18年10月13日 業種別委員会報告第37号）が公表されたことを踏まえ、当連結会計年度よ

り利息返還損失引当金の見積方法を変更しております。 

この結果、従来の方法と比較して信販及び金融事業の営業費用が5,333百万円減少し、営業利益が同額増加

しております。 

  

  

信販及び 
金融事業

エンタテイ
ンメント 
事業

不動産
事業

リース
事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対 
   する営業収益

283,985 16,874 19,869 6,763 6,190 333,683 ─ 333,683

 (2) セグメント間 
   の内部営業収 
   益又は振替高

206 46 704 31 389 1,378 (1,378) ─

計 284,192 16,920 20,574 6,795 6,579 335,061 (1,378) 333,683

営業費用 222,707 14,874 11,076 4,623 1,154 254,436 4,045 258,481

営業利益 61,484 2,045 9,498 2,171 5,425 80,625 (5,424) 75,201

当連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能 
営業費用の金額(百万円)

5,153
提出会社の本社管理部門に 
係る費用等



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高(営業収益)は連結売上高(営業収益)の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高(営業収益)は連結売上高(営業収益)の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高(営業収益)は連結売上高(営業収益)の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

連結財務諸表に与える影響が軽微のため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 「第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」に記載のとおり、㈱ノア企画は平成19年３月１日に㈱ 

 ヴィーヴルを吸収合併し、㈱ヴィーヴルに商号変更いたしましたが、連結財務諸表に与える影響 

 が軽微のため、記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,973.62円 2,098.52円 2,077.69円

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間純損失
(△)

△32.90円 68.02円 82.79円

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１
株当たり中間純損失であるた
め記載しておりません。
（追加情報） 
「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第４
号）が平成18年１月31日付で
改正されたことに伴い、当中
間連結会計期間から繰延ヘッ
ジ損益（税効果調整後）の金
額を普通株式に係る中間期末
の純資産額に含めておりま
す。 
なお、前連結会計年度末にお
いて採用していた方法により
算定した当中間連結会計期間
末の１株当たり純資産額は、
1,973円11銭であります。

65.99円 80.31円

 

（追加情報）
「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第４
号）が平成18年１月31日付で
改正されたことに伴い、当連
結会計年度から繰延ヘッジ損
益（税効果調整後）の金額を
普通株式に係る当連結会計年
度末の純資産額に含めており
ます。 
なお、前連結会計年度末にお
いて採用していた方法により
算定した当連結会計年度末の
１株当たり純資産額は、2,078
円71銭であります。



 (注)１. １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の
基礎は、以下のとおりであります。 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益又は 
中間純損失

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)(百万円)

△5,898 12,228 14,821

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─ ―

普通株式に係る中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)(百万円)

△5,898 12,228 14,821

普通株式の期中平均株式数(千株) 179,268 179,776 179,018

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― △353 △365

(うち子会社又は関連会社の発行する
潜在株式に係る影響額 
(税額相当額控除後)(百万円))

(―) (△353) (△365)

普通株式増加数(千株) ― 185 988

(うち新株予約権(千株)) (―) (185) (988)

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含めなかった潜在株式の
概要

当社の発行する新株予約権 

平成14年６月27日定時株主総

会決議ストックオプション 

 新株予約権の数 5,250個 

 普通株式       525千株 

  

平成15年６月27日定時株主総

会決議ストックオプション 

 新株予約権の数 6,863個 

 普通株式       686千株 

  

平成17年６月25日定時株主総

会決議ストックオプション 

 新株予約権の数 17,254個 

 普通株式      1,725千株 

（平成18年９月30日現在） 

  

子会社又は関連会社の発行す

る新株予約権 

㈱アトリウム 

平成15年12月16日定時株主総

会決議ストックオプション 

 新株予約権の数 2,132個 

 普通株式     1,279千株 

  

平成16年９月13日定時株主総

会決議ストックオプション 

 新株予約権の数 5,053個 

 普通株式     3,031千株 

（平成18年９月30日現在） 

なお、㈱アトリウムは平成18

年８月31日付けで株式１株に

つき３株の株式分割を行って

おり、上記の新株予約権の数

及び普通株式は当該分割によ

る調整後の数値であります。 

  

㈱セゾン情報システムズ 

（新株予約権１種類） 

 新株予約権の数 3,644個 

 普通株式    728千株 

（平成18年９月30日現在）

子会社又は関連会社の発行す

る新株予約権 

㈱セゾン情報システムズ 

（新株予約権１種類） 

 新株予約権の数 3,463個 

 普通株式    692千株 

 （平成19年９月30日現在）

子会社又は関連会社の発行す

る新株予約権 

㈱セゾン情報システムズ 

（新株予約権１種類） 

 新株予約権の数 3,586個 

 普通株式    717千株 

 （平成19年３月31日現在）



  ２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の合計額(百万円) 375,210 406,809 399,828

純資産の部から控除する金額 
(百万円)

21,152 29,301 26,669

 (うち少数株主持分(百万円)) (21,152) (29,301) (26,669)

普通株式に係る中間期末の純資産
額(百万円)

354,058 377,507 373,159

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末の普通株式の数
(千株)

179,395 179,892 179,602



(重要な後発事象) 

  

 
  
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

───── ───── 当社は、㈱みずほ銀行及びユーシーカード

㈱と平成19年１月30日に締結した基本合意

書に基づき、平成19年５月17日開催の取締

役会において、クレジットカード事業にお

ける共同プロセシング会社の設立を含む新

しいビジネスモデルの構築に向け、「統

合・再編成」を行うことを目的とした業務

再編契約を締結することを決議し、同日付

にて締結いたしました。
（1）「統合・再編成」の内容

 当社とユーシーカード㈱は、現在検

討中の次世代共同システムの構築に加

えて、クレジットカード事業に係る業

務機能全般について、これまでの枠組

みを越えた本格的「統合・再編成」を

行い、各々が「特化＋連携」して事業

展開することで、「クレジットカード

事業分野における 強の事業体」の実

現を目指します。 

 基本的な内容として、ユーシーカー

ド㈱が、同社の保有するクレジットカ

ードに関するプロセシング事業を集約

的に行うことを目的としたプロセシン

グ新会社(以下「新会社」という。)を

設立し、当社が保有しているクレジッ

トカードに関するプロセシング事業を

分割し、新会社に統合いたします。 

 なお、当社は、当社の会社分割に伴

う事業承継完了後は、新会社の株式の

51％を保有いたします。 

 また、分割後の当社は、会員事業を

中心とした規模拡大を更に推進してま

いります。

（2）会社分割の要旨

①会社分割の日程 

分割契約締結   未定 

分割の効力発生日  

 平成20年４月１日(予定)

②分割方式

当社を分割会社とし、ユーシーカード

㈱が設立する新会社を承継会社とする

分社型の吸収分割です。 

なお、分割会社である当社にとって本

件会社分割は、会社法第784条第３項の

要件を充足するものであり、株主総会

による承認を得ずに行う予定です。

③承継会社が承継する権利義務の内容

承継会社は、クレジットカードに関す

るプロセシング業務(審査業務、インフ

ォメーション業務、プロモーション業

務、途上与信・管理業務(但し、一部特

殊業務を除く))に係る資産・負債、権

利業務及び契約上の地位のすべてを当

社から承継いたします。

④その他分割に関する詳細事項

その他分割に関する詳細事項に関しま

しては、現時点において未定でありま

す。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 41,492 30,286 41,185

２ 割賦売掛金 ※１ 1,416,869 1,590,236 1,527,793

３ 有価証券 ― 15,000 ―

４ たな卸資産 1,798 1,911 1,904

５ 短期貸付金 ― 2,999 5,000

６ その他 37,607 47,095 42,397

貸倒引当金 △51,224 △62,994 △56,439

流動資産合計 1,446,544 78.7 1,624,535 80.2 1,561,842 79.6

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) リース資産 ※３ 157,120 165,924 163,149

(2) 建物 ※３ 6,066 5,317 6,186

(3) 器具備品 ※３ 7,418 7,253 7,942

(4) 土地 3,642 3,642 3,642

(5) その他 ※３ 244 538 518

有形固定資産合計 174,491 9.5 182,676 9.0 181,439 9.2

２ 無形固定資産 31,956 1.8 41,108 2.0 38,328 2.0

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※４ 126,079 112,567 119,557

(2) 出資金 51 75 51

(3) 長期貸付金 33,223 33,223 33,223

(4) 差入保証金 2,977 2,883 2,878

(5) その他 27,915 35,753 31,505

貸倒引当金 △4,114 △4,350 △4,123

投資損失引当金 △2,054 △2,054 △2,054

投資その他の資産合計 184,078 10.0 178,099 8.8 181,038 9.2

固定資産合計 390,526 21.3 401,884 19.8 400,806 20.4

Ⅲ 繰延資産

 社債発行費 376 528 347

繰延資産合計 376 0.0 528 0.0 347 0.0

 資産合計 1,837,447 100.0 2,026,948 100.0 1,962,996 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 4,055 2,563 2,245

２ 買掛金 203,885 223,115 233,495

３ 短期借入金 261,048 290,252 279,264

４ 一年以内に返済予定の
長期借入金

28,803 36,550 40,200

５ 一年以内に償還予定の
社債

30,000 20,000 30,000

６ コマーシャル・ペーパー 100,000 100,000 97,000

７ 一年以内に償還予定の
債権譲渡支払債務

※５ 11,500 16,334 12,116

８ 未払法人税等 14,831 11,385 28,578

９ 賞与引当金 1,682 1,708 1,711

10 役員賞与引当金 87 39 160

11 利息返還損失引当金 11,121 11,212 10,161

12 事業構造改革損失引当金 ― 1,624 ―

13 商品券回収損失引当金 ― 108 ―

14 割賦利益繰延 ※２ 4,546 5,399 5,126

15 その他 27,661 39,491 33,984

流動負債合計 699,223 38.1 759,785 37.5 774,043 39.4

Ⅱ 固定負債

１ 社債 215,000 260,000 220,000

２ 長期借入金 474,520 541,970 505,670

３ 債権譲渡支払債務 ※５ 42,500 26,165 35,883

４ 退職給付引当金 5,919 5,268 5,665

５ 役員退職慰労引当金 663 ― 715

６ 保証債務引当金 2,167 2,975 2,537

７ ポイント交換引当金 32,374 39,654 36,205

８ 利息返還損失引当金 29,250 31,810 30,360

９ 負ののれん ― 304 ―

10 その他 1,127 4,143 2,159

固定負債合計 803,522 43.7 912,291 45.0 839,197 42.8

負債合計 1,502,745 81.8 1,672,076 82.5 1,613,241 82.2



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 75,005 4.1 75,640 3.8 75,230 3.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 78,410 79,044 78,635

  (2) その他資本剰余金 0 1,896 1,896

   資本剰余金合計 78,410 4.3 80,940 4.0 80,531 4.1

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 3,020 3,020 3,020

  (2) その他利益剰余金 161,671 185,913 178,188

    別途積立金 157,455 162,455 157,455

    繰越利益剰余金 4,216 23,458 20,733

   利益剰余金合計 164,691 8.9 188,933 9.3 181,208 9.2

 ４ 自己株式 △3,677 △0.2 △5,580 △0.3 △5,577 △0.3

   株主資本合計 314,429 17.1 339,933 16.8 331,393 16.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

20,270 1.1 15,002 0.7 18,404 0.9

 ２ 繰延ヘッジ損益 1 0.0 △64 △0.0 △43 △0.0

    評価・換算差額等合計 20,272 1.1 14,937 0.7 18,361 0.9

  純資産合計 334,701 18.2 354,871 17.5 349,754 17.8

  負債及び純資産合計 1,837,447 100.0 2,026,948 100.0 1,962,996 100.0



② 【中間損益計算書】 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ 信販事業収益

  (1) 総合あっせん収益 47,790 ― 99,725

  (2) 個品あっせん収益 321 ― 609

  (3) 信用保証収益 2,468 ― 5,372

  (4) 融資収益 63,264 ― 129,572

  (5) 業務代行収益 6,098 ― 12,217

 ２ リース売上利益

    リース売上高 34,378 ― 68,886

    リース売上原価 30,814 3,564 ― ― 62,091 6,795

 ３ その他の売上利益

    その他の売上高 3,235 ― 6,921

    その他の売上原価  171 3,064 ― ― 342 6,579

  ４ クレジットサービス  
   事業収益

  (1) 総合あっせん収益 ― 53,414 ―

  (2) 個品あっせん収益 ― 275 ―

    (3) カードキャッシン 
    グ収益      

― 53,032 ―

  (4) 業務代行収益   ― 7,444 ―

  (5) その他の収益  ― ― 3,158 117,325 ― ―

 ５ ファイナンス事業利益

    信用保証収益 ― 3,448 ―

    各種ローン収益 ― 11,079 ―

     リース売上高 ― 36,868 ―

     リース売上原価 ― 33,608 ―

    リース売上利益 ― ― 3,259 17,788 ― ―
  ６ 不動産関連事業利益 
   又は不動産関連事業 
     損失(△)

     不動産関連事業収益 ― 260 ―

     不動産関連事業原価 ― ― 272 △11 ― ―

 ７ その他の事業利益

    その他の事業収益 ― 819 ―

    その他の事業原価 ― ― ― 819 ― ―

 ８ 金融収益

  (1) 受取利息 211 95 378

  (2) 受取配当金 ※１ 4,731 3,286 8,540

  (3) その他 ※２ 293 5,235 1,571 4,953 483 9,401

 営業収益合計 131,808 100.0 140,875 100.0 270,275 100.0



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅱ 営業費用

 １ 販売費及び一般管理費 99,224 75.3 113,021 80.2 204,765 75.8

  ２ 金融費用

  (1) 支払利息 6,071 8,278 13,242

  (2) その他 370 6,442 4.9 1,037 9,315 6.6 825 14,067 5.2

 営業費用合計 105,666 80.2 122,336 86.8 218,833 81.0

 営業利益 26,142 19.8 18,538 13.2 51,442 19.0

Ⅲ 営業外収益 ※３ 3,369 2.6 2,263 1.6 5,514 2.1

Ⅳ 営業外費用 133 0.1 72 0.1 323 0.1

 経常利益 29,377 22.3 20,728 14.7 56,632 21.0

Ⅴ 特別利益 ※４ 591 0.5 1,731 1.2 1,683 0.6

Ⅵ 特別損失 ※５ 41,367 31.4 4,260 3.0 41,737 15.5

 税引前中間(当期)純利益 
  又は税引前中間純損失 
  (△)

△11,399 △8.6 18,199 12.9 16,578 6.1

  法人税、住民税 
 及び事業税

14,159 10,540 29,974

 法人税等調整額 △19,263 △5,104 △3.8 △5,100 5,440 3.8 △23,617 6,357 2.3

 中間(当期)純利益又は 
 中間純損失(△)

△6,295 △4.8 12,758 9.1 10,221 3.8

（注）営業収益の区分のうち、「カードキャッシング収益」及び「各種ローン収益」は融資収益であります。 
 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
(百万円)

株主資本
合計 

(百万円)
資本 

準備金 
(百万円)

その他 
資本 
剰余金 

(百万円)

資本
剰余金 
合計 

(百万円)

利益
準備金 

(百万円)

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

(百万円)

別途
積立金 
(百万円)

繰越利益
剰余金 

(百万円)

平成18年３月31日残高 74,458 77,863 0 77,863 3,020 135,455 37,322 175,797 △3,567 324,551

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 547 546 ― 546 ― ― ― ― ― 1,093

 別途積立金の積立(注) ― ― ― ― ― 22,000 △22,000 ― ― ―

 剰余金の配当(注) ― ― ― ― ― ― △4,659 △4,659 ― △4,659

 役員賞与(注) ― ― ― ― ― ― △150 △150 ― △150

 中間純損失 ― ― ― ― ― ― △6,295 △6,295 ― △6,295

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △110 △110

 自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 547 546 0 546 ― 22,000 △33,105 △11,105 △110 △10,121

平成18年９月30日残高 75,005 78,410 0 78,410 3,020 157,455 4,216 164,691 △3,677 314,429

評価・換算差額等

純資産合計 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ損益
(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成18年３月31日残高 16,871 ― 16,871 341,423

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 1,093

 別途積立金の積立(注) ― ― ― ―

 剰余金の配当(注) ― ― ― △4,659

 役員賞与(注) ― ― ― △150

 中間純損失 ― ― ― △6,295

 自己株式の取得 ― ― ― △110

 自己株式の処分 ― ― ― 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

3,398 1 3,400 3,400

中間会計期間中の変動額合計 3,398 1 3,400 △6,721

平成18年９月30日残高 20,270 1 20,272 334,701



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
(百万円)

株主資本
合計 

(百万円)
資本 

準備金 
(百万円)

その他 
資本 
剰余金 

(百万円)

資本
剰余金 
合計 

(百万円)

利益
準備金 

(百万円)

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

(百万円)

別途
積立金 
(百万円)

繰越利益
剰余金 

(百万円)

平成19年３月31日残高 75,230 78,635 1,896 80,531 3,020 157,455 20,733 181,208 △5,577 331,393

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 409 409 ― 409 ― ― ― ― ― 819

 別途積立金の積立 ― ― ― ― ― 5,000 △5,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △5,034 △5,034 ― △5,034

 中間純利益 ― ― ― ― ― ― 12,758 12,758 ― 12,758

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △3 △3

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 409 409 ― 409 ― 5,000 2,724 7,724 △3 8,540

平成19年９月30日残高 75,640 79,044 1,896 80,940 3,020 162,455 23,458 188,933 △5,580 339,933

評価・換算差額等

純資産合計 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ損益
(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成19年３月31日残高 18,404 △43 18,361 349,754

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 819

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― △5,034

 中間純利益 ― ― ― 12,758

 自己株式の取得 ― ― ― △3

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△3,402 △21 △3,423 △3,423

中間会計期間中の変動額合計 △3,402 △21 △3,423 5,117

平成19年９月30日残高 15,002 △64 14,937 354,871



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 
(百万円)

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
(百万円)

株主資本
合計 

(百万円)
資本 

準備金 
(百万円)

その他 
資本 
剰余金 

(百万円)

資本
剰余金 
合計 

(百万円)

利益
準備金 

(百万円)

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

(百万円)

別途
積立金 
(百万円)

繰越利益
剰余金 

(百万円)

平成18年３月31日残高 74,458 77,863 0 77,863 3,020 135,455 37,322 175,797 △3,567 324,551

事業年度中の変動額

 新株の発行 772 771 ― 771 ― ― ― ― ― 1,544

 別途積立金の積立（注） ― ― ― ― ― 22,000 △22,000 ― ― ―

 剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― ― △4,659 △4,659 ― △4,659

 役員賞与（注） ― ― ― ― ― ― △150 △150 ― △150

 当期純利益 ― ― ― ― ― ― 10,221 10,221 ― 10,221

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △19,303 △19,303

 自己株式の処分 ― ― 1,895 1,895 ― ― ― ― 17,293 19,189

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 772 771 1,895 2,667 ― 22,000 △16,588 5,411 △2,009 6,842

平成19年３月31日残高 75,230 78,635 1,896 80,531 3,020 157,455 20,733 181,208 △5,577 331,393

評価・換算差額等

純資産合計 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金 
(百万円)

繰延ヘッジ損益
(百万円)

評価・換算
差額等合計 
(百万円)

平成18年３月31日残高 16,871 ― 16,871 341,423

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 1,544

 別途積立金の積立（注） ― ― ― ―

 剰余金の配当（注） ― ― ― △4,659

 役員賞与（注） ― ― ― △150

 当期純利益 ― ― ― 10,221

 自己株式の取得 ― ― ― △19,303

 自己株式の処分 ― ― ― 19,189

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

1,532 △43 1,489 1,489

事業年度中の変動額合計 1,532 △43 1,489 8,331

平成19年３月31日残高 18,404 △43 18,361 349,754



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

項目

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価
方法

(1) 有価証券
 ①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式

同左
 ②その他有価証券

時価のあるもの
中間期末日の市場価格等
に基づく時価法 
(評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法
により算定しておりま
す。)

 ②その他有価証券
時価のあるもの

同左

 ②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等
に基づく時価法
(評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法
により算定しておりま
す。)

時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組
合への出資(証券取引法
第２条第２項により有価
証券とみなされるもの)
については、組合契約に
規定される決算報告日に
応じて入手可能な 近の
決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む
方法によっております。

時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組
合への出資(金融商品取
引法第２条第２項により
有価証券とみなされるも
の)については、組合契
約に規定される決算報告
日に応じて入手可能な
近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り
込む方法によっておりま
す。 
また、一部の信託受益権
の評価方法については、
債権の貸倒見積高の算定
方法に準じております。

       （会計方針の変更）
従来、「割賦売掛金」に
含めて表示しておりまし
た信託受益権のうち、優
先劣後等のように質的に
分割されている場合や信
託受益権の保有者が多数
となるものについては、
「信託の会計処理に関す
る実務上の取扱い」（企
業会計基準委員会 実務
対応報告第23号）が平成
19年８月２日付で公表さ
れたことに伴い、有価証
券として取扱うこととな
ったことから、当中間会
計期間より「投資有価証
券」に含めて表示してお
ります。  
この変更による損益に与
える影響はありません。
なお、当中間会計期間末
の「投資有価証券」に含
まれる当該信託受益権の
額は 1,300 百万円であ
り、前事業年度末の「割
賦売掛金」に含まれる当
該信託受益権の額は300
百万円であります。ま
た、前中間会計期間末の
当該信託受益権はありま
せん。

時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組
合への出資(証券取引法
第２条第２項により有価
証券とみなされるもの)
については、組合契約に
規定される決算報告日に
応じて入手可能な 近の
決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む
方法によっております。

(2) デリバティブ
時価法

(2) デリバティブ
同左

(2) デリバティブ
同左

(3) たな卸資産
商品   
 個別法による原価法
貯蔵品  
 終仕入原価法

(3) たな卸資産
同左

(3) たな卸資産
同左



項目

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の償却方法 (1) 有形固定資産
定額法によっております。 
但し、リース資産については
リース契約期間を耐用年数と
した定額法による金額のほ
か、リース契約の解約等によ
るリース資産の処分損失見込
額を減価償却費として追加計
上しております。

(1) 有形固定資産
定額法によっております。
但し、リース資産については
リース契約期間を耐用年数と
した定額法による金額のほ
か、リース契約の解約等によ
るリース資産の処分損失見込
額を減価償却費として追加計
上しております。

   （会計方針の変更）
法人税法の改正((所得税法等
の一部を改正する法律 平成
19年３月30日 法律第６号)及
び(法人税法施行令の一部を
改正する政令 平成19年３月
30日 政令第83号))に伴い、
当中間会計期間から、平成19
年４月１日以降に取得したも
のについては、改正後の法人
税法に基づく方法に変更して
おります。 
なお、この変更による損益に
与える影響は軽微でありま
す。

   （追加情報）
法人税法の改正((所得税法等
の一部を改正する法律 平成
19年３月30日 法律第６号)及
び(法人税法施行令の一部を
改正する政令 平成19年３月
30日 政令第83号))に伴い、
当中間会計期間より、平成19
年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度
額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法
によっております。 
なお、この変更による損益に
与える影響は軽微でありま
す。

(1) 有形固定資産
定額法によっております。な
お、耐用年数及び残存価額に
ついては、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によって
おります。 
但し、リース資産については
リース契約期間を耐用年数と
した定額法による金額のほ
か、リース契約の解約等によ
るリース資産の処分損失見込
額を減価償却費として追加計
上しております。

(2) 無形固定資産
定額法によっております。な
お、ソフトウェアについて
は、利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっておりま
す。 
但し、リース契約により貸与
している資産についてはリー
ス契約期間を耐用年数とした
定額法による金額のほか、リ
ース契約の解約等によるリー
ス資産の処分損失見込額を減
価償却費として追加計上して
おります。

 (追加情報)
従来、リース取引先の支払不能
時に発生する当該リース契約に
より貸与している資産の処分損
失については、リース債権の貸
倒時に費用処理しておりました
が、当該処分損失の金額が増加
傾向にあることを踏まえ、取引
実態をより的確に表示するた
め、当中間会計期間より過去の
処分損失実績等を勘案した将来
の処分損失見込額を減価償却費
として追加計上しております。
これに伴い、当中間会計期間の
期首時点における変更後の見積
方法による減価償却費追加計上
額5,447百万円をリース資産減価
償却費として特別損失に計上し
ております。 
この結果、従来の方法と比較し
て、営業収益、営業利益及び経
常利益がそれぞれ12百万円増加
し、税引前中間純損失が5,435百
万円増加しております。

(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェアについて
は、利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっておりま
す。 
但し、リース契約により貸与
している資産についてはリー
ス契約期間を耐用年数とした
定額法による金額のほか、リ
ース契約の解約等によるリー
ス資産の処分損失見込額を減
価償却費として追加計上して
おります。

(2) 無形固定資産
定額法によっております。な
お、耐用年数については、法
人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 
但し、ソフトウェアについて
は利用可能期間(５年)に基づ
く定額法によっております。 
また、リース契約により貸与
している資産についてはリー
ス契約期間を耐用年数とした
定額法による金額のほか、リ
ース契約の解約等によるリー
ス資産の処分損失見込額を減
価償却費として追加計上して
おります。

 (追加情報)
従来、リース取引先の支払不能
時に発生する当該リース契約に
より貸与している資産の処分損
失については、リース債権の貸
倒時に費用処理しておりました
が、当該処分損失の金額が増加
傾向にあることを踏まえ、取引
実態をより的確に表示するた
め、当事業年度より過去の処分
損失実績等を勘案した将来の処
分損失見込額を減価償却費とし
て追加計上しております。これ
に伴い、当事業年度の期首時点
における変更後の見積方法によ
る減価償却費追加計上額5,447百
万円をリース資産減価償却費と
して特別損失に計上しておりま
す。 
この結果、従来の方法と比較し
て、営業収益、営業利益及び経
常利益がそれぞれ192百万円減少
し、税引前当期純利益が5,640百
万円減少しております。



項目

 前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日   

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

３ 重要な繰延資産の処理 

方法

  社債発行費

社債の償還までの期間にわた

り定額法により償却しており

ます。 

但し、平成18年３月31日以前

に支出した社債発行費につい

ては、３年間にわたり均等償

却しております。

    (会計方針の変更)

当中間会計期間より「繰延資

産の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委員

会 平成18年８月11日 実務対

応報告第19号)を適用してお

ります。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益が

それぞれ22百万円増加し、税

引前中間純損失が22百万円減

少しております。

  社債発行費

社債の償還までの期間にわた

り定額法により償却しており

ます。 

但し、平成18年３月31日以前

に支出した社債発行費につい

ては、３年間にわたり均等償

却しております。

  社債発行費

社債の償還までの期間にわた

り定額法により償却しており

ます。 

但し、平成18年３月31日以前

に支出した社債発行費につい

ては、３年間にわたり均等償

却しております。

    (会計方針の変更)

当事業年度より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱

い」(企業会計基準委員会 平

成18年８月11日 実務対応報

告第19号)を適用しておりま

す。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞ

れ66百万円増加しておりま

す。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

割賦売掛金等の諸債権の貸倒

損失に備えるため、一般債権

及び要注意先債権に相当する

債権については、一定の種類

毎に分類し、過去の一定期間

における各々の貸倒実績から

算出した貸倒実績率に基づき

引当てており、破産更生債権

等については、回収不能見込

相当額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失

に備えるため、投資先の財政

状態等を勘案して必要額を計

上しております。

(2) 投資損失引当金

同左

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額のうち当中間会計期間に

おける負担額を計上しており

ます。

(3) 賞与引当金

同左

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額のうち当事業年度におけ

る負担額を計上しておりま

す。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。

   （会計方針の変更）

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11

月29日）を適用しておりま

す。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益が

それぞれ87百万円減少し、税

引前中間純損失が87百万円増

加しております。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計

上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額

の当事業年度負担額を計上し

ております。

   （会計方針の変更）

当事業年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

この結果、従来の方法と比較

して、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞ

れ160百万円減少しておりま

す。



項目

 前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日   

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

(5) 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備
え、過去の返還実績等を勘案
した必要額を計上しておりま
す。

    (追加情報)

日本公認会計士協会より「消
費者金融会社等の利息返還請
求による損失に係る引当金の
計上に関する監査上の取扱
い」（日本公認会計士協会 
平成18年10月13日 業種別委
員会報告第37号）が公表され
たことを踏まえ、当中間会計
期間より利息返還損失引当金
の見積方法を変更しておりま
す。これに伴い、当中間会計
期間の期首時点における変更
後の見積方法による引当金計
上額と前事業年度の見積方法
に基づく引当金計上額7,017
百万円（貸倒引当金期首振替
額4,927百万円を含む）との
差額35,676百万円を利息返還
損失引当金繰入額として特別
損失に計上しております。 
この結果、従来の方法と比較
して、営業利益及び経常利益
がそれぞれ3,311百万円増加
し、税 引 前 中 間 純 損 失 が
32,365百万円増加しておりま
す。

(5) 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備
え、過去の返還実績等を勘案
した必要額を計上しておりま
す。

(5) 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備
え、過去の返還実績等を勘案
した必要額を計上しておりま
す。

    (追加情報)

日本公認会計士協会より「消
費者金融会社等の利息返還請
求による損失に係る引当金の
計上に関する監査上の取扱
い」（日本公認会計士協会 
平成18年10月13日 業種別委
員会報告第37号）が公表され
たことを踏まえ、当事業年度
より利息返還損失引当金の見
積方法を変更しております。
これに伴い、当事業年度の期
首時点における変更後の見積
方法による引当金計上額と前
事業年度の見積方法に基づく
引当金計上額7,017百万円
（貸倒引当金期首振替額
4,927百万円を含む）との差
額35,676百万円を利息返還損
失引当金繰入額として特別損
失に計上しております。 
この結果、従来の方法と比較
して、営業利益及び経常利益
がそれぞれ4,550百万円増加
し、税 引 前 当 期 純 利 益 が
31,125百万円減少しておりま
す。

(6)    ──── (6) 事業構造改革損失引当金

事業構造改革の実行時に発生
する損失の負担に備えるた
め、事業構造改革の決定時に
おいて、将来発生すると見込
まれる損失額を計上しており
ます。

(6)    ────

(7)    ──── (7) 商品券回収損失引当金

当社が発行する商品券等の未
回収分について、一定期間経
過後に収益計上したものに対
する将来の引換請求に備える
ため、過去の回収実績を勘案
した必要額を計上しておりま
す。

   （追加情報）

従来、未回収の商品券等につ
いては、一定期間が経過した
ときには、負債計上を中止し
営業外収益に計上しておりま
したが、「租税特別措置法上
の準備金及び特別法上の引当
金又は準備金並びに役員退職
慰労引当金等に関する監査上
の取扱い」（日本公認会計士
協会 監査・保証実務委員会
報告第42号 平成19年４月13
日）が公表されたことを踏ま
え、当中間会計期間より、当
該商品券等が負債計上中止後
に回収された場合に発生する
損失に備えるため、過去の回
収実績に基づく将来の回収見
込額を引当金として計上する
方法に変更しております。 
この結果、従来の方法と比較
して、経常利益が３百万円増
加し、税引前中間純利益が
108百万円減少しておりま
す。

(7)    ────



項目

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

(8) 退職給付引当金

従業員に対する退職給付の支

出に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。

過去勤務債務及び数理計算上

の差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額

法により、過去勤務債務はそ

の発生時から、数理計算上の

差異は翌期から費用処理して

おります。

(8) 退職給付引当金

同左

(8) 退職給付引当金

従業員に対する退職給付の支

出に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務及び数理計算上

の差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額

法により、過去勤務債務はそ

の発生時から、数理計算上の

差異は翌期から費用処理して

おります。

(9) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づ

く中間会計期間末要支給見積

額を計上しております。

(9) 役員退職慰労引当金

   （追加情報）

当社は従来、役員に対する退

職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく中間会計期

間末要支給見積額を計上して

おりましたが、平成19年４月

18日開催の取締役会におい

て、退職慰労金制度を平成19

年６月23日開催の定時株主総

会終結の時をもって廃止する

ことを決議いたしました。こ

れに伴い、定時株主総会の時

までの在任期間分の退職慰労

金については、打ち切り支給

することとしました。なお、

支給の時期は、各役員それぞ

れの退任時とし、役員退職慰

労引当金は全額取崩し、退任

時まで固定負債「その他」と

して計上しております。な

お、当中間会計期間末の「そ

の他」(固定負債)に含まれる

当該未払金は490百万円であ

ります。

(9) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給見積額を計上し

ております。

(10) 保証債務引当金

保証債務のうち提携金融機関

が行っている個人向ローンに

係る保証債務について将来発

生する危険負担に備えるた

め、将来発生すると見込まれ

る損失見込額を、実績率等を

勘案して保証債務引当金とし

て計上しております。

(10) 保証債務引当金

同左

(10) 保証債務引当金

同左

(11) ポイント交換引当金

クレジットカードの利用促進

を目的としてカード会員に提

供しているポイント制度にお

ける将来の交換費用の支出に

備えるため、交換実績等に基

づき将来発生すると見込まれ

る交換費用負担額を計上して

おります。

(11) ポイント交換引当金

同左

(11) ポイント交換引当金

同左



項目

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす取

引については繰延ヘッジ処理

によっております。

なお、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては特

例処理、振当処理の要件を満

たす通貨スワップについては

振当処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ及び通貨スワ

ップ

ヘッジ対象

借入金及び社債

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク及

び為替リスクをヘッジする目

的に限定し、デリバティブ取

引を行っております。

なお、デリバティブ取引の相

手先は、格付けの高い金融機

関に限定しております。

(3) ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク及

び為替リスクをヘッジするた

めに、デリバティブ取引を行

っております。 

なお、デリバティブ取引の相

手先は、格付けの高い金融機

関に限定しております。

(3) ヘッジ方針

財務活動に係る金利リスク及

び為替リスクをヘッジする目

的に限定し、デリバティブ取

引を行っております。 

なお、デリバティブ取引の相

手先は、格付けの高い金融機

関に限定しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動

と、ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計又は相

場変動を半期ごとに比較し、

両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価して

おります。但し、特例処理に

よっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略

しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左



 

会計方針の変更 

項目

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

７ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1) 収益の計上基準 収益の計上は次の方法によってお

ります。 

 (1) 総合あっせん

顧客手数料

残債方式または７・８分

法

加盟店手数料

期日到来基準

収益の計上は次の方法によってお

ります。

 (1) 総合あっせん

同左

収益の計上は次の方法によってお

ります。

 (1) 総合あっせん

同左

 (2) 個品あっせん

顧客手数料

残債方式または７・８分

法

加盟店手数料

期日到来基準

 (2) 個品あっせん

同左

 (2) 個品あっせん

同左

 (3) 信用保証

残債方式

 (4) 融資

残債方式 

 

 (5) 業務代行

取扱高発生基準

 (6) リース

リース期間経過基準

 (7) 商品販売

販売基準

 (3) 信用保証

同左

  (4) 融資(カードキャッシング 

      及び各種ローン)

残債方式

 (5) 業務代行

同左

 (6) リース

同左

 (7) 商品販売

同左

 (3) 信用保証

同左

 (4) 融資

残債方式 

 

 (5) 業務代行

同左

 (6) リース

同左

 (7) 商品販売

同左

(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式で

計上しております。但し、固定資

産に係る控除対象外消費税等は長

期前払消費税等として、投資その

他の資産の「その他」に計上し、

均等償却しております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

同左 消費税等の会計処理は税抜方式で

計上しております。但し、固定資

産に係る控除対象外消費税等は長

期前払消費税等として、投資その

他の資産の「その他」に計上し、

均等償却しております。

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

  会計基準等）

当中間会計期間より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は、334,700百万円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財

務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しておりま

す。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

  会計基準等）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は、349,797百万円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。



次へ 

表示方法の変更 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

─────

 

中間損益計算書関係

従来、営業収益の内訳科目は「総合あっせん収益」「個品あっせ

ん収益」「信用保証収益」「融資収益」「業務代行収益」「リー

ス売上利益」「その他の売上利益」「金融収益」により区分表示

しておりましたが、当中間会計期間より「クレジットサービス事

業収益」「ファイナンス事業利益」「不動産関連事業利益」「そ

の他の事業利益」「金融収益」として区分表示することに変更い

たしました。 

この変更は、本年新たに中期経営計画を策定し、事業構造の見直

しを行い、事業活動をより的確に表示するために行ったものであ

ります。 

なお、変更後の区分に基づいた前中間会計期間の営業収益の内訳

は次のとおりであります。

区分 金額(百万円)

 １ クレジットサービス事業収益

 (1) 総合あっせん収益 47,790 

 (2) 個品あっせん収益 321 

 (3) カードキャッシング収益 55,548 

 (4) 業務代行収益 6,098 

 (5) その他の収益 2,343  112,103 

 ２ ファイナンス事業利益

   信用保証収益 2,468 

   各種ローン収益 7,716 

    リース売上高 34,378 

    リース売上原価 30,814 

   リース売上利益 3,564  13,749 

 ３ 不動産関連事業利益

   不動産関連事業収益 260 

   不動産関連事業原価 171  88 

 ４ その他の事業利益

   その他の事業収益 631 

   その他の事業原価 ―  631 

 ５ 金融収益 5,235 

   営業収益合計 131,808 

(注) 営業収益の区分のうち、「カードキャッシング収益」及び「各

種ローン収益」は融資収益であります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

 

※１ 割賦売掛金残高は次のとおりであ
ります。

  (1) 割賦売掛金残高の内訳

部門別 金額

総合あっせん 644,410百万円

個品あっせん 5,810百万円

信用保証 429百万円

融資 736,993百万円

業務代行 23,007百万円

リース 6,217百万円

その他 0百万円

計 1,416,869百万円

     

 

 

※１ 割賦売掛金残高は次のとおりであ
ります。

   割賦売掛金残高の内訳

部門別 金額

総合あっせん

(注)2
753,987百万円

個品あっせん 5,484百万円

カードキャッ

シング 

(注)1,2

570,177百万円

業務代行 27,833百万円

信用保証 596百万円

各 種 ロ ー ン

（注）1,2,3
224,894百万円

リース 7,261百万円

計 1,590,236百万円

(注)1 割賦売掛金残高の「カードキャッ
シング」及び「各種ローン」は融
資残高であります。なお、当中間
会計期間より従来の「融資」を
「カードキャッシング」と「各種
ローン」に区分して表示しており
ます。また、前中間会計期間末及
び前事業年度末の融資残高の内訳
は以下のとおりであります。

     （前中間会計期間末）

カードキャ

ッシング
549,768百万円

各種ローン 187,224百万円

融資残高 736,993百万円

     （前事業年度末）

カードキャ

ッシング
555,900百万円

各種ローン 247,486百万円

融資残高 803,387百万円

 

※１ 割賦売掛金残高は次のとおりであ
ります。

   割賦売掛金残高の内訳

部門別 金額

総合あっせん

(注)1
686,262百万円

個品あっせん 5,824百万円

信用保証 507百万円

融資(注)1,2 803,387百万円

業務代行 25,002百万円

リース 6,809百万円

計 1,527,793百万円

   (2) 当中間会計期間末において、流
動化している割賦売掛金残高は
次のとおりであります。

カードショッピング（総合あ
っせん）

リボルビング払い債権
23,229百万円

１回払い債権
80,000百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

28,735百万円
なお、割賦売掛金に含まれて
いる流動化に伴う信託受益権
及び未収金債権は次のとおり
であります。
カードショッピング（総合あ
っせん）

リボルビング払い債権
25,235百万円

１回払い債権
148,077百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

15,907百万円

    2 当中間会計期間末において、流動
化している割賦売掛金残高は次の
とおりであります。

カードショッピング（総合あ
っせん）

１回払い債権
70,000百万円

カードキャッシング
リボルビング払い債権

28,735百万円
不動産担保ローン（各種ロー
ン）

68,117百万円
なお、割賦売掛金に含まれてい
る流動化に伴う信託受益権及び
未収金債権等は次のとおりであ
ります。

カードショッピング（総合あ
っせん）

１回払い債権
149,119百万円

カードキャッシング
リボルビング払い債権

15,391百万円
不動産担保ローン（各種ロー
ン）

25,388百万円
    3 通常の取引に基づいて取得した営

業上の信託受益権405百万円が含
まれております。

(注)1 当事業年度末において、流動化し
ている割賦売掛金残高は次のとお
りであります。

カードショッピング（総合あ
っせん）

リボルビング払い債権
10,100百万円

１回払い債権等
90,000百万円

カードキャッシング（融資）
リボルビング払い債権

28,750百万円
なお、割賦売掛金に含まれてい
る流動化に伴う信託受益権及び
未収金債権は次のとおりであり
ます。

カードショッピング（総合あ
っせん）

リボルビング払い債権
36,840百万円

１回払い債権等
161,515百万円

カードキャッシング(融資)
リボルビング払い債権

14,730百万円
    2 通常の取引に基づいて取得した営

業上の信託受益権866百万円が含
まれております。



次へ 

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

 

※２ 部門別の割賦利益繰延残高は次の

とおりであります。

部門別
前期末 
残高

当中間 
期 

受入額

当中間 
期 

実現額

当中間 
期末 
残高

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

総合あっせ
ん

3,672 31,551 31,172
〔3,725〕

4,051

個品あっせ
ん

571 192 268
〔143〕

495

信用保証 0 ― 0 0

計 4,244 31,743 31,441
〔3,868〕

4,546

 (注) 当中間期末残高の〔 〕内は、加盟
店手数料であり内書きであります。

 

※２ 部門別の割賦利益繰延残高は次の

とおりであります。

部門別
前期末 
残高

当中間 
期 

受入額

当中間 
期 

実現額

当中間 
期末 
残高

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

総合あっせ
ん

4,610 34,261 33,976
〔4,468〕

4,896

個品あっせ
ん

515 226 237
〔139〕

503

計 5,126 34,487 34,214
〔4,608〕

5,399

 (注) 当中間期末残高の〔 〕内は、加盟
店手数料であり内書きであります。  

※２ 部門別の割賦利益繰延残高は次の

とおりであります。

部門別
前期末 
残高

当期 
受入額

当期 
実現額

当期末 
残高

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

総合あっせ
ん

3,672 65,794 64,856
〔4,209〕

4,610

個品あっせ
ん

571 458 514
〔140〕

515

信用保証 0 ― 0 ―

計 4,244 66,252 65,370
〔4,349〕

5,126

 (注) 当期末残高の〔 〕内は、加盟店手

数料であり内書きであります。

※３  有形固定資産の減価償却累計額

121,848百万円

※４ 投資有価証券のうち1,031百万円

は、株券貸借契約による貸付を行

っております。

※３  有形固定資産の減価償却累計額

141,948百万円

※４   投資有価証券のうち759百万円につ

いては、株券貸借契約を締結して

おります。

※３  有形固定資産の減価償却累計額

132,801百万円

※４   投資有価証券のうち764百万円は、

株券貸借契約による貸付を行って

おります。

※５ 「一年以内に償還予定の債権譲渡支

払債務」及び「債権譲渡支払債

務」は、リース料債権の流動化に

伴い発生した債務であります。

※５     同左 ※５     同左  

 ６  偶発債務

 (1) 債務保証  

１ 提携金融機関が行っている 

   個人向ローンに係る顧客

104,795百万円

２ 提携金融機関が行っている 

   絵画担保融資に係る顧客

1,215百万円

３ ㈱ローソン・シーエス・カード

10,920百万円

４ 世尊商務諮詢（上海）有限公司

3百万円

計 116,934百万円

 ６  偶発債務

 (1) 債務保証

１ 提携金融機関が行っている 

   個人向ローンに係る顧客

134,382百万円

２ 提携金融機関が行っている 

   絵画担保融資に係る顧客

1,105百万円

３ ㈱ローソン・シーエス・カード

12,510百万円

４ 世尊商務諮詢（上海）有限公司

2百万円

計 148,000百万円

 ６  偶発債務

 (1) 債務保証

１ 提携金融機関が行っている 

   個人向ローンに係る顧客

119,846百万円

２ 提携金融機関が行っている 

   絵画担保融資に係る顧客

1,160百万円

３ ㈱ローソン・シーエス・カード

11,955百万円

４ 世尊商務諮詢（上海）有限公司

3百万円

計 132,964百万円

 (2) 連帯債務

会社分割により㈱ウラクアオヤマ

に承継した預り保証金等に関し返

還義務が生じた場合の債務につい

て債権者に対し連帯債務を負って

おりますが、負担割合は㈱ウラク

アオヤマ100％とすることで同社

と合意しており、貸借対照表に連

帯債務の金額は計上しておりませ

ん。

なお、当中間会計期間末における

連帯債務残高は1,378百万円であ

ります。

 (2) 連帯債務

会社分割により㈱ウラクアオヤマ

に承継した預り保証金等に関し返

還義務が生じた場合の債務につい

て債権者に対し連帯債務を負って

おりますが、負担割合は㈱ウラク

アオヤマ100％とすることで同社

と合意しており、貸借対照表に連

帯債務の金額は計上しておりませ

ん。

なお、当中間会計期間末における

連帯債務残高は1,374百万円であ

ります。

 (2) 連帯債務

会社分割により㈱ウラクアオヤマ

に承継した預り保証金等に関し返

還義務が生じた場合の債務につい

て債権者に対し連帯債務を負って

おりますが、負担割合は㈱ウラク

アオヤマ100％とすることで同社

と合意しており、貸借対照表に連

帯債務の金額は計上しておりませ

ん。

なお、当事業年度末における連帯

債務残高は1,378百万円でありま

す。



前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

 

 ７  当社においては、クレジットカード

業務に附帯するキャッシングサービ

ス及びカードローン業務等を行って

おります。当該業務における貸出コ

ミットメントに準ずる貸出未実行額

は次のとおりであります。

利用限度 

額の総額
8,406,245百万円

貸出実行 

残高
578,330百万円

差引額 7,827,915百万円

なお、上記の貸出コミットメントに

準ずる契約においては、その殆どが

クレジットカードの附帯機能である

キャッシングサービスとして当社の

会員に付与しているものであるた

め、必ずしも貸出未実行額の全額が

貸出実行されるものではありませ

ん。

また、上記には流動化しているカー

ドキャッシングリボルビング払い債

権に係る金額が含まれております。

 

 ７  当社においては、クレジットカード

業務に附帯するキャッシングサービ

ス及びカードローン業務等を行って

おります。当該業務における貸出コ

ミットメントに準ずる貸出未実行額

は次のとおりであります。

利用限度 

額の総額
8,592,180百万円

貸出実行 

残高
596,853百万円

差引額 7,995,327百万円

なお、上記の貸出コミットメントに

準ずる契約においては、その殆どが

クレジットカードの附帯機能である

キャッシングサービスとして当社の

会員に付与しているものであるた

め、必ずしも貸出未実行額の全額が

貸出実行されるものではありませ

ん。

また、上記には流動化しているカー

ドキャッシングリボルビング払い債

権に係る金額が含まれております。

 

 ７  当社においては、クレジットカード

業務に附帯するキャッシングサービ

ス及びカードローン業務等を行って

おります。当該業務における貸出コ

ミットメントに準ずる貸出未実行額

は次のとおりであります。

利用限度 

額の総額
8,517,432百万円

貸出実行 

残高
583,463百万円

差引額 7,933,968百万円

なお、上記の貸出コミットメントに

準ずる契約においては、その殆どが

クレジットカードの附帯機能である

キャッシングサービスとして当社の

会員に付与しているものであるた

め、必ずしも貸出未実行額の全額が

貸出実行されるものではありませ

ん。

また、上記には流動化しているカー

ドキャッシングリボルビング払い債

権に係る金額が含まれております。



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

※１  営業債権流動化に伴い当社が保有
した信託受益権の配当金でありま
す。

※２        ─────

※１      同左 
 
 

※２ 営業債権流動化に係る売却益が
1,349百万円含まれております。

※１      同左 
 
 

※２       ─────

※３ 営業外収益の主要項目
受取配当金

  1,095百万円
投資事業組合等分配益

1,554百万円

※３ 営業外収益の主要項目
受取配当金

1,719百万円

※３ 営業外収益の主要項目  

受取配当金
1,429百万円

投資事業組合等分配益
3,000百万円

※４ 特別利益の主要項目
貸倒引当金戻入益

305百万円
投資有価証券償還益

276百万円

※４ 特別利益の主要項目
投資有価証券償還益

1,390百万円
投資有価証券売却益

314百万円

 

※４ 特別利益の主要項目
投資有価証券売却益

1,097百万円

貸倒引当金戻入益
310百万円

 

※５ 特別損失の主要項目

  利息返還損失引当金繰入額

35,676百万円

  リース資産減価償却費

5,447百万円
 

 

 

 

※５ 特別損失の主要項目

  投資有価証券評価損

1,622百万円

  事業構造改革損失

2,440百万円

営業拠点の再編を決定したことに
伴い、当中間会計期間において、
事業構造改革損失を計上しており
ます。事業構造改革損失の内訳は
次のとおりであります。

事業構造改革損失
引当金繰入額

1,624百万円

減損損失 781百万円

その他 34百万円

計 2,440百万円

(減損損失)
当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

賃貸用 

不動産

建物、器具備品、 

その他（長期前払費

用）

東北

(経緯)

賃貸用不動産については、営業損益の悪
化が見られると同時に短期的に業績の回
復が見込まれないため、減損損失の計上
に至りました。

 (減損損失の金額)

種類 金額

 有形固定資産

  建物

  器具備品

745百万円

0百万円

 投資その他の資産

 その他(長期前払費用) 36百万円

 合 計 781百万円

(回収可能価額の算定方法)

賃貸用不動産については、回収可能価額
として使用価値を使用しており、その算
定の際に適用した割引率は5.0％でありま
す。

 (グルーピングの方法)

当社は、損益管理を合理的に行える事業
単位によって資産グルーピングを行って
おります。なお、賃貸用不動産及び稼動
休止資産については物件単位によって資
産グルーピングを行っております。

 
※５ 特別損失の主要項目

利息返還損失引当金繰入額

35,676百万円
リース資産減価償却費

 5,447百万円



  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

 

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 27,367百万円

無形固定資産 4,709百万円

計 32,076百万円

なお、減価償却実施額のうち、リ
ース売上原価、その他の売上原価
及び特別損失に含まれている実施
額は次のとおりであります。
 リース売上原価

22,868百万円

 その他の売上原価
24百万円

 特別損失
5,447百万円

 

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 25,147百万円

無形固定資産 5,776百万円

計 30,923百万円

なお、減価償却実施額のうち、リ
ース売上原価、不動産関連事業原
価に含まれている実施額は次のと
おりであります。

 リース売上原価
26,643百万円

 不動産関連事業原価
26百万円

 

６ 減価償却実施額

有形固定資産 51,260百万円

無形固定資産 9,760百万円

計 61,021百万円

なお、減価償却実施額のうち、リ
ース売上原価、その他の売上原価
及び特別損失に含まれている実施
額は次のとおりであります。
 リース売上原価

47,846百万円

その他の売上原価
48百万円

特別損失
5,447百万円

 

 ７ 部門別取扱高
部門別取扱高は次のとおりでありま
す。
なお、( )内は元本取扱高でありま
す。

部門別
金額 

(百万円)

総合あっせん
1,649,225

(1,649,086)

個品あっせん
2,594

(2,441)

信用保証
40,608

(40,608)

融資
524,285

(524,285)

業務代行
398,545

(398,545)

リース 41,989

その他 5,152

計 2,662,400
 

 

 

 

 

 ７ 部門別取扱高
部門別取扱高は次のとおりでありま
す。
なお、( )内は元本取扱高でありま
す。

部門別
金額 

(百万円)

総合あっせん
1,820,234

(1,819,755)

個品あっせん
2,544

(2,354)

カードキャッシン

グ

427,928

(427,928)

業務代行
588,258

(588,258)

信用保証
47,426

(47,426)

 各種ローン
133,989

 (133,989)

リース 43,043

不動産 260

その他 6,838

計 3,070,523

(注)1 部門別取扱高の「カードキャッシ
ング」及び「各種ローン」は融資
取扱高であります。

    2 当中間会計期間より従来の「融
資」を「カードキャッシング」と
「各種ローン」に、また、「その
他」に含まれる不動産取扱高を区
分して表示しております。なお、
前中間会計期間及び前事業年度の
「融資」及び「その他」の内訳は
以下のとおりであります。

    (前中間会計期間)

カードキャッ

シング
444,230百万円

各種ローン 80,055百万円

融資取扱高 524,285百万円

不動産 260百万円

その他 4,892百万円

その他取扱高 5,152百万円

     (前事業年度)

カードキャッ

シング
871,587百万円

各種ローン 186,748百万円

融資取扱高 1,058,335百万円

不動産 520百万円

その他 10,180百万円

その他取扱高 10,700百万円

 

７ 部門別取扱高
部門別取扱高は次のとおりでありま
す。
なお、( )内は元本取扱高でありま
す。

部門別
金額 

(百万円)

総合あっせん
3,433,872

(3,433,007)

個品あっせん
5,693

(5,313)

信用保証
85,431

(85,431)

融資
1,058,335

(1,058,335)

業務代行
809,992

(809,992)

リース 87,488

その他 10,700

計 5,491,515



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 ・単元未満株式の買取りによる増加                  0千株 

 ・連結子会社からの取得による増加                 20千株 

減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

  ・単元未満株式の買増し請求者への売却による減少    0千株 

  

  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 ・単元未満株式の買取りによる増加                   1千株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 ・ＴｏＳＴＮｅＴ－２による取得             4,683千株 

 ・連結子会社からの取得による増加              20千株 

 ・単元未満株式の買取りによる増加                  2千株 

減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 ・第三者割当処分による減少                     4,683千株 

 ・単元未満株式の買増し請求者への売却による減少     0千株 

株式の種類

前事業年度末 

株式数 

（千株）

当中間会計期間 

増加株式数 

（千株）

当中間会計期間 

減少株式数 

（千株）

当中間会計期間末 

株式数 

（千株）

 普通株式 1,488 20 0 1,509

株式の種類

前事業年度末 

株式数 

（千株）

当中間会計期間 

増加株式数 

（千株）

当中間会計期間 

減少株式数 

（千株）

当中間会計期間末 

株式数 

（千株）

 普通株式 1,510 1 － 1,511

株式の種類

前事業年度末 

株式数 

（千株）

当事業年度 

増加株式数 

（千株）

当事業年度 

減少株式数 

（千株）

当事業年度末 

株式数 

（千株）

 普通株式 1,488 4,705 4,683 1,510



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

建物 1,416 816 600

器具 
備品

3,291 1,599 1,691

 合計 4,707 2,415 2,292

 

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 

相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

建物 600 353 247

器具 
備品

1,583 750 833

 合計 2,184 1,103 1,080

 

○リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引に係る注記

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

建物 1,217 696 520

器具 
備品

2,502 1,097 1,404

 合計 3,719 1,794 1,924

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 718百万円

１年超 1,663百万円

計 2,382百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 378百万円

１年超 744百万円

計 1,122百万円  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 635百万円

１年超 1,365百万円

計 2,000百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

① 支払リース料 430百万円

② 減価償却費 
  相当額

403百万円

③ 支払利息 
  相当額

36百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

① 支払リース料 349百万円

② 減価償却費 
  相当額

317百万円

③ 支払利息 
  相当額

30百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

① 支払リース料 839百万円

② 減価償却費 
  相当額

764百万円

③ 支払利息 
  相当額

69百万円

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

  ・利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

 同左



前へ   次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高

取得価額
減価償却 
累計額

中間期末
残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

270,402 113,282 157,120

無形固 
定資産

18,768 5,026 13,741

  合計 289,171 118,309 170,861

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高

取得価額
減価償却
累計額

中間期末
残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

298,180 132,255 165,924

無形固 
定資産

26,898 9,346 17,551

  合計 325,078 141,602 183,476

 

２ 貸主側

 (1) リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高

取得価額
減価償却 
累計額

期末残高

(百万円) (百万円) (百万円)

リース 
資産

286,389 123,240 163,149

無形固 
定資産

23,422 7,037 16,384

  合計 309,811 130,277 179,533

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 43,034百万円

１年超 141,360百万円

計 184,395百万円

(注)  上記金額にはリース料債権の流動

化に伴い譲渡したリース契約債

権が含まれております。

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 48,742百万円

１年超 150,241百万円

計 198,984百万円

 (注)     同左

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 46,264百万円

１年超 147,736百万円

計 194,001百万円

 (注)     同左

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額

① 受取リース料 25,983百万円

② 減価償却費 28,316百万円

上記の減価償却費には、特別

損失に計上した減価償却費追

加計上額5,447百万円が含まれ

ております。

③ 受取利息 
  相当額

5,021百万円

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額

① 受取リース料 29,320百万円

② 減価償却費 26,643百万円

③ 受取利息 
  相当額

5,348百万円

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額

① 受取リース料 53,651百万円

② 減価償却費 53,293百万円

上記の減価償却費には、特別
損失に計上した減価償却費追
加計上額5,447百万円が含まれ
ております。

③ 受取利息 
  相当額

10,206百万円

 (4) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得
価額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利
息法によっております。

 (4) 利息相当額の算定方法

同左

 (4) 利息相当額の算定方法

同左

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 88百万円

１年超 47百万円

計 135百万円

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 455百万円

１年超 1,635百万円

計 2,090百万円

○オペレーティング・リース取引に係る
注記

  借主側

   未経過リース料

１年以内 67百万円

１年超 22百万円

計 89百万円



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

  

 
  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

  

 
  

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

財務諸表に与える影響が軽微のため、記載を省略しております。 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

種類
中間貸借対照表計上額 

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

①子会社株式 1,721 51,168 49,446

②関連会社株式 2,649 8,445 5,795

合計 4,371 59,613 55,242

種類
中間貸借対照表計上額 

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

①子会社株式 8,458 61,645 53,187

②関連会社株式 2,649 7,588 4,938

合計 11,107 69,233 58,126

種類
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

①子会社株式 2,356 58,521 56,165

②関連会社株式 2,649 7,785 5,135

合計 5,005 66,306 61,300



前へ 

(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

───── ───── 当社は、㈱みずほ銀行及びユーシーカード

㈱と平成19年１月30日に締結した基本合意

書に基づき、平成19年５月17日開催の取締

役会において、クレジットカード事業にお

ける共同プロセシング会社の設立を含む新

しいビジネスモデルの構築に向け、「統

合・再編成」を行うことを目的とした業務

再編契約を締結することを決議し、同日付

にて締結いたしました。

 (1) 「統合・再編成」の内容

 当社とユーシーカード㈱は、現在検

討中の次世代共同システムの構築に加

えて、クレジットカード事業に係る業

務機能全般について、これまでの枠組

みを越えた本格的「統合・再編成」を

行い、各々が「特化＋連携」して事業

展開することで、「クレジットカード

事業分野における最強の事業体」の実

現を目指します。 

 基本的な内容として、ユーシーカー

ド㈱が、同社の保有するクレジットカ

ードに関するプロセシング事業を集約

的に行うことを目的としたプロセシン

グ新会社(以下「新会社」という。)を

設立し、当社が保有しているクレジッ

トカードに関するプロセシング事業を

分割し、新会社に統合いたします。 

 なお、当社は、当社の会社分割に伴

う事業承継完了後は、新会社の株式の

51％を保有いたします。 

 また、分割後の当社は、会員事業を

中心とした規模拡大を更に推進してま

いります。

 (2) 会社分割の要旨

   ①会社分割の日程

分割契約締結   未定 

分割の効力発生日  

 平成20年４月１日(予定)

   ②分割方式

当社を分割会社とし、ユーシーカード

㈱が設立する新会社を承継会社とする

分社型の吸収分割です。なお、分割会

社である当社にとって本件会社分割

は、会社法第784条第３項の要件を充足

するものであり、株主総会による承認

を得ずに行う予定です。

   ③承継会社が承継する権利義務の内容   

承継会社は、クレジットカードに関す

るプロセシング業務(審査業務、インフ

ォメーション業務、プロモーション業

務、途上与信・管理業務(但し、一部特

殊業務を除く))に係る資産・負債、権

利義務及び契約上の地位のすべてを当

社から承継いたします。

   ④その他分割に関する詳細事項

その他分割に関する詳細事項に関しま

しては、現時点において未定でありま

す。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類

事業年度 

(第57期)

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

平成19年６月25日 

関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

の訂正報告書

上記(1)の有価証券報告書及びその添付書類に係る訂正報告

書であります。

平成19年７月５日 

関東財務局長に提出

(3) 訂正発行登録書 平成19年６月13日

平成19年６月25日

平成19年７月４日

平成19年７月５日

平成19年12月６日 
関東財務局長に提出

(4) 発行登録追補書類 
及びその添付書類

平成19年４月18日

平成19年７月10日 
関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号に基
づく臨時報告書であります。

平成19年７月４日

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号に基
づく臨時報告書であります。

平成19年12月４日 
関東財務局長に提出

(6) 臨時報告書 
の訂正報告書

平成19年３月28日提出の臨時報告書に係る 
訂正報告書であります。

平成19年６月13日 
関東財務局長に提出

(7) 自己株券買付 
状況報告書

平成19年４月16日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

株式会社クレディセゾン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレディセ

ゾンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書

及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社クレディセゾン及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 大 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 和 田 慎 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 井 哲 也 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日
 

株式会社クレディセゾン 

取締役会 御中 

 

  

監査法人トーマツ 
 
  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社クレディセゾンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社クレディセゾン及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

セグメント情報に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から事業区分を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  口  芳  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  雅  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  井  哲  也  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

株式会社クレディセゾン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレディセ

ゾンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５７期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社クレディセゾンの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１

８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 大 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 和 田 慎 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 井 哲 也 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日
 

株式会社クレディセゾン 

取締役会 御中 

 

  

監査法人トーマツ 
 
  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社クレディセゾンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第58期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社クレディセゾンの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  口  芳  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  雅  彦  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  井  哲  也  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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